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つ 

組合員並びに地域の皆様には、ますますご健勝のこととお慶び

申し上げます。

日頃より農協事業に格別なご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。

本冊子は、当ＪＡの経営・業務内容、平成２８年度の業績をご

紹介するために作成しました。ぜひご一読いただき、当ＪＡに対

するご理解を一層深めていただければ幸いに存じます。

当ＪＡは、豊橋市を事業区域として農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、

相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協

同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。

当ＪＡは、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて「豊かな

農業の確立と進展」「魅力ある、足腰の強い農協」「地域と共に生きる農協づくり」を経営理念

に事業活動を展開しています。

また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域に密

着した協同組合として、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。

昨年度は、第５次総合中期計画を策定しその実践に努めたほか、農協法改正に伴い、「農家所

得の向上」「組合員と役職員の徹底した議論」「准組合員の農業応援団化」等に取り組むことで

自己改革を進めて参りました。

ＪＡにおいては全国的に農業者・正組合員が減少傾向にあり、当ＪＡにおいても昨年度正・

准組合員比率が逆転しました。そのような中、今後も農業振興と地域社会の発展を最大の使命

として、組織・事業基盤の拡充に努めて参ります。皆様のより一層のご理解とお力添えを賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成２９年７月

豊 橋 農 業 協 同 組 合

代表理事組合長 白井 良始

ごあいさつ
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ごあいさつ

当ＪＡは、地域に愛され信頼される農協を目指しており、文化的・社会的に貢献したいとの願い

から「環境保全型農業の推進」の一環として、豊橋市が発祥の地である５３０運動の趣旨に賛同し、

恵み豊かな環境を次の世代に引き継ぐため５３０運動環境協議会に加盟し、施設周辺地域の清掃活

動を行うとともに、豊橋駅前クリーンアップ大作戦や向山緑地クリーンアップ大作戦に参加してい

ます。あわせて、東三河の農業を支える「豊川」の水の恩恵にあずかるものの務めとして、平成

年より水源地の森林保全活動を行っています。また、「豊橋市徘徊・見守りＳＯＳネットワーク」の

協力機関として各組合施設を登録し、認知症高齢者の徘徊の早期発見・保護活動に取り組むほか、

地域の皆様の安全、安心に貢献すべく緊急時の救命に資する「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）」を本

店及び各支店に設置して「とよはし市民救命の駅」として対応しています。さらに、災害時に備え

て救援物資の備蓄を行っており、災害時対応力の強化も図っています。

また、「エコ＆セーフティー 日間無事故・無違反運動」への参加や、市内中学校における交

通安全教室の開催による交通安全啓蒙活動も行っています。

市内小学校の児童たちに農業の大切さを学んでもらうため、生産者を招いて「とよはし産学校給食の

日」を開催しています。また、収穫体験や選果場見学を目的とした「食育ウォーキング」の開催や、「い

ちご狩り特典付定期貯金（いちご定期）」などを実施し、豊橋産農畜産物のＰＲ活動も行っています。

ＪＡ豊橋ゴルフコンペやふれあい友の会によるゲートボール・グラウンドゴルフ大会の開催、女

性部の新品タオル収集活動による善意銀行への寄付、活発な活動を展開する青年部をはじめとした

各組合員組織の支援のほか、資産活用相談会や終活セミナー等を開催しました。

上記のような取り組みをより多くの方に知っていただくため、組合員向け広報誌「みのり」を毎

月発行しています。また、コミュニティー誌「Ａじゃん」を年に３度発行し、市内全域に新聞折り

込みしています。紙面以外ではエフエム豊橋（ ）内の番組「デジタぶるトッピーちゃん」

での情報提供やホームページ等を活用した情報発信を行っています。

食農教育・地産地消への取り組み

文化的・社会的貢献活動

利用者ネットワーク化の取り組み

情報提供活動

●地域との繋がり

ＪＡの活動の概要
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ＪＡを通じて販売される、産直品を含んだ全ての品目を対象とした生産履歴をシステムチェックし、

また、生産農家を対象に、食の安全に対する以下の項目についての講習を行っています。

○ 農産物生産基準に基づいた農薬の適正使用

○ 生産履歴記帳の徹底

○ 食の安全確保に係るチェックリストの導入による安全の確保と品目の拡大

○ 異物混入や衛生管理に関する対策

実需者との直接商談を行う等出向く販売の実践による重点顧客との関係強化を図り、安定的な売

場の確保に努めました。

また、産直施設においては出荷者の負担軽減を図るとともに、産直農産物の域内流通やＪＡ農産

物取扱量増加を図り、産直活性化に努めました。

農業用使用済みプラスチックの定期的な回収や、その排出量抑制を図るための長期展張フィルム

の推進、耕畜連携による家畜糞堆肥の利用推進等に取り組んでいます。

出向く体制による顔の見える関係強化に努め、農家・担い手の声を吸い上げることによりニーズ

に即した事業展開に努めています。また、先進の施設栽培農家向けにＩＣＴ（情報通信技術）を活

用した技術導入や担い手を対象とした「ＪＡＭ－Ｍａｉｌ」（電子メール）によるタイムリーな営農

情報提供を行っています。また、農業後継者の確保・育成のため、ＪＡバンクあいちによる親元就

農応援事業や、規模拡大・生産コストの低減に取り組む担い手支援のため、同じくＪＡバンクあい

ちによる農機具等購入応援事業を実施するとともに、農家にとって有利な補助事業の情報提供や推

進とあわせ、安定した経営支援のための充実した農業資金をご用意しています。

▲交通安全教室 ▲食育ウォーキング ▲クリーンアップ大作戦

●農業振興活動

安全・安心の取り組み

環境保全型農業の推進

生産者・担い手支援

農家所得向上に向けた取り組み
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信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務を行っております。

この信用事業はＪＡ・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき、ＪＡバンクとし

て大きな力を発揮しています。

組合員はもちろん、地域住民の皆様や事業主の皆様からの貯金をお預かりしています。

また、キャッシュカードによる全国のＪＡでの貯金のお引出しやお預入れをはじめ、銀行や信用

金庫、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアなどでも現金のお引出しができるキャッシュサービス

のお取扱いをしています。（一部を除く）

組合員への融資をはじめ、地域住民の皆様の暮らしや農業者・事業主の皆様の事業に必要な資金

をご融資しています。また、地方公共団体や農業関係団体などへもご融資し、地域経済の向上・発

展に貢献しています。さらに、日本政策金融公庫等のお申込みのお取次ぎも行っています。

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結

び、ＪＡの本支店を通して全国のどの金融機関でも安全・迅速・確実に振込、送金などができる為

替のお取扱いをしています。

国債や投資信託の窓口販売のお取扱いをしています。

給与・年金・株式配当金などの自動受取りサービスや、電気・電話・ガスなどの公共料金、新聞

代金等の自動支払サービスのほか、ＪＡカードなどのクレジットカードの会員・加盟店のお申込み

のお取次ぎをしています。また、事業主の皆様のために、給与振込サービス、地方税納付サービス、

口座振込サービス、自動集金サービスなどをお取扱いしています。

● 貯 金 業 務

信 用 事 業

事業のご案内

● 融 資 業 務

● 為 替 業 務

●国債・投資信託の窓口販売

●自動受取・自動支払サービス
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共済事業では、「ひと・いえ・くるま」の総合的な保障を行う各種商品のお取扱いをしています。

ひとの保障として、生命共済（終身・養老・こども）・年金共済・医療共済・がん共済・介護共済

など、ご家族やご自身の暮らしをサポートします。

いえの保障として、地震災害にも対応した建物更生共済などにより大切な建物や家財を守ります。

くるまの保障として、自動車事故のさまざまなリスクに対して充実した保障とサービスでお応え

する自動車共済や自賠責共済があります。

このように、一人ひとりの人生設計にあわせて、さまざまな共済をご用意しています。

・肥料や農薬などの営農資材は、各事業所でお取扱いをしています。

・食料品、日用品などは、産直プラザ福岡店、二川店、吉田方店、石巻店、岩田店、植田アグリ

センター、ジョイフル杉山店でお取扱いをしています。

・地元で収穫された安全・安心・新鮮な農産物を、産直プラザ福岡店、二川店、吉田方店、石巻

店、岩田店、植田アグリセンター、ジョイフル杉山店、フルーツショップゆめ彩館、グリーン

センター磯辺でお取扱いをしています。

・ガーデニング商品は、グリーンセンター磯辺でお取扱いをしています。

・管内に９ヵ所のガソリンスタンドを設置し、利用者の皆様の便宜を図っています。

・ＬＰガスのお取扱いをしています。

・飼料などの畜産資材や住宅関連などの生活資材、自動車・農機具等については各事業所、支店

が窓口となり、それぞれお取扱いをしています。

※給油所９か所、産直プラザ５店、グリーンセンター磯辺は県域共同出資会社（㈱ＪＡあいち

エネルギー・㈱エーコープあいち）に経営移管しています。

お米、露地野菜、施設野菜、果樹、花きなどの農産・園芸物販売と、鶏卵、肉豚、肉牛などの畜

産物販売のお取扱いをしています。

・顧問税理士、弁護士と連携して税務相談等を受け付けています。

・土地の売買、賃貸住宅の管理等宅建業務を行っています。

共 済 事 業

経 済 事 業

● 購 買 事 業

● 販 売 事 業

そ の 他 の 事 業
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共済事業では、「ひと・いえ・くるま」の総合的な保障を行う各種商品のお取扱いをしています。

ひとの保障として、生命共済（終身・養老・こども）・年金共済・医療共済・がん共済・介護共済

など、ご家族やご自身の暮らしをサポートします。

いえの保障として、地震災害にも対応した建物更生共済などにより大切な建物や家財を守ります。

くるまの保障として、自動車事故のさまざまなリスクに対して充実した保障とサービスでお応え

する自動車共済や自賠責共済があります。

このように、一人ひとりの人生設計にあわせて、さまざまな共済をご用意しています。

・肥料や農薬などの営農資材は、各事業所でお取扱いをしています。

・食料品、日用品などは、産直プラザ福岡店、二川店、吉田方店、石巻店、岩田店、植田アグリ

センター、ジョイフル杉山店でお取扱いをしています。

・地元で収穫された安全・安心・新鮮な農産物を、産直プラザ福岡店、二川店、吉田方店、石巻

店、岩田店、植田アグリセンター、ジョイフル杉山店、フルーツショップゆめ彩館、グリーン

センター磯辺でお取扱いをしています。

・ガーデニング商品は、グリーンセンター磯辺でお取扱いをしています。

・管内に９ヵ所のガソリンスタンドを設置し、利用者の皆様の便宜を図っています。

・ＬＰガスのお取扱いをしています。

・飼料などの畜産資材や住宅関連などの生活資材、自動車・農機具等については各事業所、支店

が窓口となり、それぞれお取扱いをしています。

※給油所９か所、産直プラザ５店、グリーンセンター磯辺は県域共同出資会社（㈱ＪＡあいち

エネルギー・㈱エーコープあいち）に経営移管しています。

お米、露地野菜、施設野菜、果樹、花きなどの農産・園芸物販売と、鶏卵、肉豚、肉牛などの畜

産物販売のお取扱いをしています。

・顧問税理士、弁護士と連携して税務相談等を受け付けています。

・土地の売買、賃貸住宅の管理等宅建業務を行っています。

共 済 事 業

経 済 事 業

● 購 買 事 業

● 販 売 事 業

そ の 他 の 事 業

1,000万円以上
1円単位

出し入れ自由

定型方式：1ヶ月、3ヶ月、6ヶ
月、1年～5年および7年、10年
の10種類
期日指定方式：1ヶ月超5年未満

1・2・3・4・5年

1円以上

1円以上

1円以上

1,000円以上
1円単位

1円以上
300万円未満

1円以上

5年以上

2年～5年

2週間以上5年以内

積立期間：5年以上
据置期間：6ヶ月以上5年以内
受取期間：5年以上20年以内

預入れ自由
払出しは納税時のみ

7日以上

勤労者の財産づくりのための貯金で、お預入れは給与等
からの天引きですので、無理なく確実に財産形成ができ
ます。

最初に目標額（満期お受取額）を定めて、毎月一定額を
掛込む積金です。掛込期間はご自由にお選びいただけま
す。

住宅取得や増改築のための財形貯金です。財形年金貯金
とあわせて550万円まで非課税扱いです。

最長預入期間：5年
据置期限：預入日から6ヶ月後の
応当日の前日まで

3年以内

3年

自由

6ヶ月以上10年以内

3年以上

積立期間12ヶ月以上

譲 渡 性 貯 金
（ Ｎ Ｃ Ｄ ）

スーパー
積 金

いつでも自由に出し入れができる貯金です。お預入れ残
高に応じて金利が段階的に高くなります。

お支払いに小切手をお使いいただく貯金です。事業用の
口座としてご利用いただくと便利です。

納税期にあわせ納税資金を準備するための貯金です。

まとまったお金の短期運用に適した貯金です。お引出し
の場合には、2日以上前にお知らせください。

積み立てた資金を指定された受取周期（1、2、3、6ヶ
月）でお受取りができる年金タイプの定期貯金です。

ライフプランにあわせて毎月一定額を掛込む積金です。
掛込期間はご自由にお選びいただけます。

契約期間中に1年ごとに満期が到来し、積立期間に応じて
段階的にお受取りになれます。

大口資金の運用に有利な商品です。

お預入れ期間を1ヶ月から10年までラインアップした
ベーシックな定期貯金です。お預入れ期間が3年以上の定
型方式で複利型のものはお利息を半年複利で計算しま
す。

3ヶ月ごとに積立金をお受取りになれる年金タイプの財形
貯金です。財形住宅貯金とあわせて550万円まで非課税
扱いです。在職中はもちろん、退職後も引続き財形非課
税枠をご利用いただけます。

1,000万円以上の大口資金の運用に最適な商品です。

据置期間（6ヶ月）を経過すればいつでも解約でき、お利
息もお預入れ期間に応じて半年複利で計算しますので大
変お得です。一部解約もできます。

据置期間（1年）を経過すれば自由に満期日の指定ができ
るほか、一部解約のお取扱いもでき、大変便利な定期貯
金です。さらに、お利息を1年複利で計算します。

財産形成貯金

財形年金貯金

財形住宅貯金

 定 額 式

目 標 式

満  　期
分 散 式

財

形

貯

蓄

定
　
　
期
　
　
貯
　
　
金

内　　容

年 金 型

スーパー定期

大口定期貯金

満 期
フ リ ー 定 期

期 日 指 定
定 期 貯 金

積

立

式

定

期

貯

金

エ ン ド
レ ス 型

変 動 金 利
定 期 貯 金

満 期 型

市場金利の変動により、半年ごとに金利を変更させてい
ただきます。お預入れ期間は3年で、お利息を半年複利で
計算します。

期間を定めずにマイペースで積立て、将来に備えてまと
まった資金を貯えていただくのにピッタリの定期貯金で
す。

あらかじめ使いみち、使う日が決まっている場合に、使
う日（目標日）にあわせて、必要な資金を貯えていただ
くのに便利な定期貯金です。

種　　類

1,000万円以上

1円以上
1,000万円未満

通 知 貯 金

お預入れ金額期　　間

5万円以上

1円以上

いつでも自由に出し入れできる貯金です。給与、年金な
どの自動受取りや各種公共料金の自動支払いにもご利用
いただけますのでお財布代わりにお使いください。

普 通 貯 金

貯 蓄 貯 金

当 座 貯 金

納 税 準 備 貯 金

商品・サービスのご案内

■ 貯 金
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（注）上記に記載した以外の条件もありますので、詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

担保・保証

・ご融資対象物件
(建物のみ融資対象
となる場合は土地・
建物の双方としま
す。)に第1順位の抵
当権を設定登記させ
ていただきます。

・建物には時価相当
額かつ、お借入期間
以上の火災共済(保
険)にご加入いただ
きます。なお、借地
上建物などご加入い
ただいた火災共済
(保険)金請求権に第
1順位の質権を設定
させていただくこと
がございます。

・愛知県農協信用保
証センターの保証ま
たは連帯保証人。

ご返済方法

原則として3
年以上34年
以内。ただ
し、現在他金
融機関からお
借入中の住宅
資金の残存期
間内としま
す。

ご本人またはその同居ご家族が居住す
るための既存住宅の増改築・改装・補
修資金およびその他住宅に付帯する施
設等の住宅関連設備資金を対象としま
す。

10万円以上
1,000万円以内
（1万円以内）と
し、所要金額の
範囲内としま
す。

1年以上15年
以内。ただ
し、他金融機
関からお借入
中のリフォー
ム資金のお借
換の場合、借
入期間は現在
お借入中のリ
フォーム資金
の残存期間
内。

3年以上
35年以内

ご本人またはその同居ご家族が常時居
住するための住宅または住宅および土
地を対象とし、次のいずれかに該当す
る場合とします。
①住宅の新築・購入（中古住宅を含
む。）
②住宅の増改築・改装・補修。
③上記①・②に付随して発生する費
用。

・担保は不要です。
・愛知県農協信用保
証センターの保証を
ご利用いただきます
ので、原則として保
証人は不要です。

ご本人またはその同居ご家族が常時居
住するための住宅または住宅および土
地を対象とし、次のいずれかに該当す
る場合とします。
①住宅の新築・購入（中古住宅を含
む。）
②土地の購入（5年以内に新築し、居
住する予定があること。）
③住宅の増改築・改装・補修。
④他金融機関からお借入中の住宅資金
のお借換およびお借換とあわせた増改
築・改装・補修。
⑤上記①～④に付随して発生する費用

10万円以上
8,000万円以内
（10万円単
位）。ただし、
年間元利金ご返
済額の前年度税
込年収（自営業
者の方は前年度
税引前所得）に
対する割合が当
ＪＡの定める範
囲内であり、原
則として所要金
額の80％以内と
します。

3年以上35年
以内。ただ
し、他金融機
関からお借入
中の住宅資金
のお借換の場
合、現在お借
入中の住宅
ローンの残存
期間内。

10万円以上
8,000万円以
内。ただし、年
間元利金ご返済
額の前年度税込
年収（自営業の
方は前年度税引
前所得）に対す
る割合が当ＪＡ
の定める範囲内
であり、所要金
額の範囲内とし
ます。

・元利均等返済

・元金均等返済

・毎月返済方
式、特定月増額
返済方式（毎月
返済方式に加え
年２回の特定月
に増額して返済
する方式。特定
月増額返済によ
る返済元金総額
は、お借入金額
の50％以内、
10万円単位で
す。）のいずれ
かをご選択いた
だけます。

住 宅 ロ ー ン
無 担 保 型

リ フ ォ ー ム
ロ ー ン
（ 一 般 型 ）

お使いみち ご融資額 ご返済期間

・ご本人またはご家族が居住するため
の住宅用土地の購入または住宅の購
入、新築に要する資金
・住宅取得時の諸費用
・現在、他金融機関からお借入中の住
宅資金のお借換資金

10万円以上500
万円以内（10万
円単位）とし、
所要金額の範囲
内とします。

1年以上15年
以内。ただ
し、お借換資
金の場合、現
在他金融機関
からお借入中
の住宅資金の
残存期間内。

種　　類

住 宅 ロ ー ン
（ 一 般 型 ）

住 宅 ロ ー ン
応援型

住 宅 ロ ー ン
借換応援型

住
　
　
宅
　
　
資
　
　
金

10万円以上
8,000万円以内
（10万円単
位）。ただし、
年間元利金ご返
済額の前年度税
込年収（自営業
の方は前年度税
引前所得）に対
する割合が当Ｊ
Ａの定める範囲
内であり、所要
金額の範囲内と
します。

ご本人またはその同居ご家族が常時居
住するための住宅または住宅および土
地を対象とし、次のいずれかに該当す
る場合とします。
①現在他金融機関からお借入中の住宅
資金のお借換資金（借換対象住宅にか
かる既往のリフォーム資金の借換も含
む。）とお借換に伴う諸費用。
②お借換とあわせた増改築・改装・補
修資金と付随して発生する諸費用。

■ ロ ー ン
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（注）上記に記載した以外の条件もありますので、詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

ラ イ フ
パ ッ ク

6ヶ月以上10
年以内。ただ
し、他金融機
関からお借入
中の自動車資
金のお借換の
場合、借入期
間は原則とし
て現在お借入
中の自動車資
金の残存期間
内。

10万円以上300
万円以内（10万
円単位）とし、
所要金額の範囲
内とします。

原則として、据
置期間を含め最
長15年（在学期
間+9年）以内と
します。ただ
し、他金融機関
からお借入中の
教育資金のお借
換の場合、借入
期間は現在お借
入中の教育資金
の残存期間内。
・分割交付（授
業料、下宿費用
など定期的に必
要となる資金を
半年または1ヵ
月ごとに資金交
付）もご利用で
きます。
・据置期間は、
初回貸付日から
ご融資対象ご子
弟または貸出対
象者の卒業予定
年月の末日の
6ヵ月後までの
範囲内としま
す。

○就学されるご子弟または貸出対象者
の教育に関する全てのご資金(借入申込
日から2ヶ月以内にお支払済みの資金
を含む。)とし、資金使途の確認可能な
ものとします。
①教育施設へ支払う入学金、授業料、
学費
②アパートの家賃等
③本ローンのお借入にかかる諸費用

○現在、他金融機関から借入中の教育
資金の借換資金

フリーローン

10万円以上300
万円以内（1万円
単位）とし、所
要金額の範囲内
とします。

6ヶ月以上5年以
内。なお、ＪＡ
住宅ローンをご
利用していただ
いている方は、
6ヶ月以上7年以
内とします。

ご契約日から
1年後の応当
日の属する月
の末日。

種　　類 お使いみち ご融資額 ご返済期間

50万円以内
（10万円単位）

生
　
　
活
　
　
資
　
　
金

教 育 ロ ー ン

10万円以上
1,000万円以内
（1万円単位）と
し、所要金額の
範囲内としま
す。

介 護 ロ ー ン
介護に必要とする一切のご資金とし、
資金使途の確認可能なものとします。

300万円以内、
1万円単位とし、
所要金額の範囲
内とします。

ワ イ ド 教 育
ロ ー ン
当座貸越型

マ イ カ ー
ロ ー ン

ご本人または同居のご家族が必要とさ
れる次のご資金が対象です。ただし、
営業用自動車は除きます。
①自動車・バイク（ともに中古車を含
む。）のご購入資金およびご購入に付
帯する諸費用
②自動車等の点検・車検・修理費用、
保険掛金。
③運転免許の取得のためのご資金。
④カー用品（カーナビ等）のご購入資
金。
⑤車庫建設のためのご資金（お借入金
額は100万円以下とします。）
⑥他金融機関等からお借入中の自動車
資金の借換資金。
⑦本ローンのお借入にかかる諸費用。

ワイドカード
ロ ー ン

ワイドカード
ロ ー ン

ご返済方法

就学されるご子弟または貸出対象者の
教育に関する全てのご資金(借入申込日
から2ヶ月以内にお支払済みの資金を
含む。)とし、資金使途の確認可能なも
のとします。
①教育施設へ支払う入学金、授業料、
学費
②アパートの家賃等

・元利均等返済

・元金均等返済

・毎月返済方
式、特定月増額
返済方式（毎月
返済方式に加え
年２回の特定月
に増額して返済
する方式。特定
月増額返済によ
る返済元金総額
は、お借入金額
の50％以内、
10万円単位で
す。）のいずれ
かをご選択いた
だけます。

担保・保証

・担保は不要です。

・愛知県農協信用保
証センターの保証を
ご利用いただきます
ので、保証人は不要
です。

・元利均等返済

・元金均等返済

・毎月返済方
式、特定月増額
返済方式（毎月
返済方式に加え
年２回の特定月
に増額して返済
する方式。特定
月増額返済によ
る返済元金総額
は、お借入金額
の50％以内、
10万円単位で
す。）のいずれ
かをご選択いた
だけます。

生活に必要とする一切のご資金とし、
資金使途の確認可能なものとします。
ただし、負債整理資金、農業資金、事
業資金等は除きます。

当座貸越の貸
越期間と証書
貸付の借入期
間をあわせて
14年以内と
します。
・当座貸越の
貸越期間は、
7年以内（就
学期間以内）
・証書貸付の
借入期間は、
7年以内（据
置期間は6ヵ
月以内）とし
ます。

・当座貸越…随時
返済（利息は毎月
返済）
・証書貸付…元利
均等返済もしくは
元金均等返済と
し、毎月返済方
式、特定月増額返
済方式（毎月返済
方式に加え年2回
の特定月に増額し
て返済する方式。
特定月返済による
返済元金総額は、
貸越残高の50％
以内、10万円単
位です。）のいず
れかをご選択いた
だけます。

10万円以上
1,000万円以内
（1万円単位）と
し、所要金額の
範囲内としま
す。

・約定返済
・任意返済

随時返済

5年以内

生活に必要な一切のご資金とします。
10万円以上50万円以

内（10万円単位）

10万円以上300万円

以内（10万円単位）
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（注）上記に記載した以外の条件もありますので、詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

担保・保証種　　類 お使いみち ご融資額 ご返済期間 ご返済方法

6ヵ月以上
30年以内

事業に必要な一切のご資金とします。

10万円以上
500万円以内
（10万円単位）

賃 貸 住 宅
ロ ー ン

・賃貸住宅(店舗併用賃貸住宅を含む。)の
建設、増改築および補改修に必要なご資
金とします。
・他金融機関からの賃貸住宅資金借入金
のお借換に必要なご資金とします。
・保証機関への保証料、長期火災共済(保
険)掛金、登記手数料、不動産取得税、消
費税もあわせてお借入れいただけます。

100万円以上所要金
額の範囲内(最高4億
円)とし、10万円単
位とします。
ただし、年間元利金
ご返済額の年間賃貸
収入見込額に対する
割合が当JAの定め
る範囲内であり、担
保価格の範囲内とし
ます。

1年以上35年
以内とし、原
則として対象
物件の法定耐
用年数以内と
します。

ご契約日から1
年後の応当日
の属する月の
末日。事業者ワイド

カードローン

10万円以上
5,000万円以内
（10万円単位）
とし、担保価格の
範囲内とします。

事業者ローン

・自営事業用設備資金
工場、機械、店舗等の事業設備の取得、
増改築、補改修等に要する資金としま
す。
・賃貸業務用設備資金（賃貸事業者専用
の当該資金を除く）
貸倉庫、貸店舗、貸事務所、賃貸駐車
場、賃貸住宅等の賃貸業務用設備の取
得、増改築、補改修等に要する資金とし
ます。

10万円以上で所
要資金の範囲内
（最高2億円）と
し、1万円単位と
します。

・約定返済
・任意返済

・担保は不要です。
・愛知県農協信用保証セ
ンターの保証をご利用い
ただきますので、原則と
して保証人は不要としま
す。

・事業用不動産等に第1
順位の根抵当権を設定登
記させていただきます。
・建物には火災共済(保
険)にご加入していただ
きます。
・原則として愛知県農協
信用保証センターの保証
のご利用とし、必要に応
じて連帯保証人を徴求し
ます。

・事業用不動産等に原則
として第1順位の抵当権
または根抵当権を設定登
記させていただきます。
・建物には火災共済(保
険)にご加入していただ
きます。
・原則として、愛知県農
協信用保証センターの保
証のご利用とし、必要に
応じて連帯保証人を徴求
します。

・元利均等返済

・元金均等返済
・土地および建物に第1
順位の抵当権または根抵
当権を設定登記させてい
ただきます。
・建物には火災共済(保
険)にご加入していただ
きます。
・愛知県農協信用保証セ
ンターの保証をご利用い
ただきますので、原則と
して保証人は不要です。

スーパーＳ資金
農業経営改善促進資金

※ 認 定 農 業 者

農 業 経 営
安 定 資 金
※ 認 定 農 業 者 以 外

個人500万円以内

法人2,000万円以内

(畜産・施設園芸)

個人2,000万円以内

法人8,000万円以内

事
　
　
業
　
　
資
　
　
金

農
　
　
業
　
　
資
　
　
金

農業改良資金
個人5,000万円以内

法人1億5,000万円以内

事業費の100％

青 年 等
就 農 資 金

3,700万円以内
事業費の100％

農 業
近 代 化 資 金

農業経営の近代化に資するための、施設・機
械の取得・改良・復旧などにかかる資金とし
ます。

個人1,800万円以内

（特認2億円以内）

法人2億円以内

事業者ワイド
カードローン

ア グ リ マ イ
テ ィ ー 資 金

事業費の100％の
範囲内。ただし、
再生可能エネル
ギー利用の取組み
を支援するための
発電・蓄電設備取
得資金について
は、借入金額の上
限は5,000万円、
災害緊急資金につ
いては、借入金額
の上限は500万円
となります。

スーパーＬ資金
農業経営基盤強化資金

農機ハウスローン

農機等取得資金

1,800万円以内と
し、所要額以内とし
ます。

・農業生産に直結する設備資金・運転資金。
・農産物の加工、流通、販売に関する設備資
金、運転資金。
・地域の活性化、振興を支援するための設備
資金、運転資金。
・再生可能エネルギー利用の取組みを支援す
るための発電、蓄電設備取得資金。
・自然災害等による農業経営の一時的な悪化
に対応するため、農業経営の維持や再開を目
的とした緊急性を要する資金。
※本資金は、負債整理および生活関連事業は
対象とせず、当ＪＡでお借入の既往資金の借
換えも行いません。
※再生可能エネルギー利用の取組みを支援す
るための発電、蓄電設備取得資金について
は、以下の事業は対象となりません。
①地域の農業生産の縮小を招くような事業
②土地・建物等の資産を貸借して行う事業

原則10年以
内。ただし、
対象事業に応
じ、最長20年
以内。なお、
災害緊急資金
については、
最長5年以内と
なります。

・農機具（中古含む。）の取得およびそれに
付随する費用。
・他金融機関からの借換え
・パイプハウス等資材購入、建設費用。
・格納庫の建設費用。
・発電、蓄電設備の取得資金。

・原則として1
年以上10年以内
とします。
・他金融機関か
らの借換えの場
合は、当初借入
期間の残存期間
以内とします。

原則として、担保は不要
です。
原則として、愛知県農業
信用基金協会の保証をご
利用いただきます。

元金均等返済

経営感覚に優れた効率的、安定的な経営体を
育成するため、認定農業者を対象とした、農
地の取得、施設・機械の取得・改良・復旧な
どにかかる資金とします。

25年以内

新たな農業部門の経営開始、新たな加工事業
の経営開始、農畜産物またはその加工品の新
たな生産または販売方式の導入に要する次の
資金とします。
①施設資金等
②長期運転資金(担い手は、農地・農機具の賃
借権の取得、研修資金に限る)

12年以内 ・元利均等返済

・元金均等返済

農業経営の担い手に発展するような青年等の
就農を促進するため、認定新規就農者に対
し、農業経営を開始するために必要となる次
の資金とします。
①施設資金等
②運転資金(認定就農計画期間中に必要なもの
に限る)

12年以内

農業経営にかかる短期運転資金全般(例示)
①種苗代、肥料代、飼料代
②肉用素畜、中小家畜等の購入費
③小農具等営農用備品、消耗品等の購入
④営農用施設・機械の修繕費
⑤地代（賃借料）及び営農施設・機械のリー
ス・レンタル料
⑥生産技術、営農管理技術の修得費
⑦市場開拓費、販売促進費等
※ただし、既往負債の借換は含まない。

1年以内 随時返済

・元利均等返済

・元金均等返済

15年以内

個人3億円以内
法人10億円以内

原則として愛知県農業信
用基金協会の保証のご利
用とし、必要に応じて担
保を設定していただきま
す。
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種　　類 内　　容

総 合 口 座

給与・年金等の自動受取りや公共料金等の自動支払いに便利な普通貯金と、まとまった資金の運
用に有利な定期貯金（自動継続扱い）とが1冊の通帳で利用でき、いざというときのために便利な
自動ご融資がセットされた口座です。自動ご融資は普通貯金の残高が不足した場合に、担保定期
貯金残高の90％以内で、自動的に最高200万円までご利用いただけます。

種　　類 内　　容

全国のＪＡはもちろんのこと、全国銀行データ通信システムを利用して、銀行、信用金庫、信用
組合、労働金庫などとも振込、代金取立、送金がスピーディーにでき、大変便利です。

国 債

投 資 信 託

Ｊ Ａ の 投 資
積 立 サ ー ビ ス

個人向け国債、長期利付国債、中期利付国債のご購入ができます。国債は国が発行する債券です
から信用度が高く、元金も確実です。利息と元金は、ご指定の貯金口座へ自動的にお振込みいた
しますので大変便利で安全です。

投資信託は、リスクが少なく安定的に運用できるものから、リスクは高いものの大きな収益が期
待できるものまで、様々な資産運用ニーズに合った商品を選ぶことができます。

毎月１回、ご指定の日に、ご指定の金額で投資信託を定期的に買い付けます。17種類の商品のう
ちから資金運用ニーズに合った商品を選ぶことができます。

為 替

国債・投資
信 託 の
窓 口 販 売

自 動 受 取 サ ー ビ ス

自 動 支 払 サ ー ビ ス

自 動 送 金 サ ー ビ ス

給与・賞与、年金、農産物販売代金、証券元利金、株式配当金などをＪＡの貯金口座をご指定い
ただくことによって自動的にお受取りになれます。受取日には確実に入金されますので安全・確
実です。

公共料金、税金、学校授業料、ＪＡカード利用代金などをＪＡの貯金口座をご指定いただくこと
によって自動的にお支払いになれます。お支払いの手間が省けて便利です。

毎月決まった日に、決まった金額を、決まった振込先に自動的にお振込みいたします。お子様へ
の仕送りや家賃、駐車料金などの振込に大変便利です。

Ｊ Ａ キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス

ＪＡのキャッシュカード１枚で、県下はもちろん全国のＪＡキャッシュコーナーで現金のお引出
し、残高照会がご利用いただけます。ＡＴＭ（現金自動預払機）では貯金のお預入れもご利用い
ただけます。また、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫および漁協およびコンビニエンスストアなど
のキャッシュコーナーでも現金のお引出し、残高照会ができます。なお、ゆうちょ銀行、セブン
銀行のＡＴＭでは、お預入れもご利用いただけます。

ＪＡデビットカードサービス
お手持ちのＪＡキャッシュカ－ドで、Ｊデビット加盟店における買物時のお支払いができます。
現金を引出す手間が省け、貯金残高の範囲内でのご利用であるため、使い過ぎる心配もありませ
ん。

Ｊ Ａ カ ー ド
ＪＡカードの会員入会や加盟店加盟のお取次ぎをいたします。また、ＥＴＣ（有料道路自動車料
金収受システム）カードのお取次ぎをいたします。

株 式 払 込 取 次 サ ー ビ ス 増資の際の株式払込みのお取次ぎをいたします。

給 与 振 込 サ ー ビ ス
毎月お支払いの給与、賞与を従業員の皆さまがご指定されるＪＡをはじめとする金融機関の貯金
口座へお振込みいたします。給与支払事務の合理化にお役立てください。

地 方 税 納 付 サ ー ビ ス
納付書を作成・集計して、従業員の皆さまから特別徴収する住民税を事業主のみなさまに代わっ
て納付します。納付事務の手間が省けますので、大変便利です。

口 座 振 込 サ ー ビ ス
継続的にお支払いの商品仕入代金、諸経費などの支払金をご指定の取引先の貯金口座へお振込み
いたします。支払事務の合理化にお役立てください。

自 動 集 金 サ ー ビ ス
定期的にご集金の販売代金、賃貸料、会費などを支払人の貯金口座から引き落としてご指定の貯
金口座へ自動的にご入金いたします。集金事務の合理化にお役立てください。

マ イ 家 計 簿 サ ー ビ ス
毎月１回、ご指定の日に１か月間のお預かり金額、お支払金額の合計とその差額を自動的に集計
し、通帳に表示します。個人のお客様で「総合口座通帳」、「普通貯金通帳」をお持ちの方な
ら、どなたでもお申し込みいただけます。

Ｊ Ａ
ネ ッ ト バ ン ク

インターネットを利用できるパソコンおよび携帯電話を利用して、いつでも残高照会や入出金明
細の照会、振込や振替が簡単、便利にできます。

Ｊ Ａ
ア ン サ ー
サ ー ビ ス

小 規 模 企 業 共 済 小規模企業共済の加入や共済金のお受取りができます。

フ ァ ー ム
バ ン キ ン グ

オフィスで、プッシュホン、ファクシミリ、パソコン、ホ－ムユース端末などにより、リアルタ
イムで残高照会、入出金明細通知、さらに振込や振替が簡単、便利にできます。

ホ ー ム
バ ン キ ン グ

ご自宅で、プッシュホン、ファクシミリ、パソコン、ホームユース端末などにより、リアルタイ
ムで残高照会、入出金明細通知、さらには振込や振替が簡単、便利にできます。

■ サ ー ビ ス

■ 複 合 商 品
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（注）上記金額には、消費税8％が含まれています。

　　　上記手数料には減免措置のあるものがありますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

1顧客あたり 3,240円

1顧客あたり 1,080円

通知1回につき 21.6円

アンサーサービス
利用手数料

月間基本料金

通知サービス利用料

ファームバンキング

ホームバンキング

ファームバンキング

ホームバンキング

手形用紙交付手数料
署名鑑印刷無し 1冊（25枚）につき 432円

署名鑑印刷有り 1冊（25枚）につき 540円

自己宛小切手発行手数料 1枚につき 540円

1冊（50枚）につき 648円
小切手用紙交付手数料

署名鑑印刷無し

署名鑑印刷有り 1冊（50枚）につき 864円

1件につき 5,400円

マル専口座開設手数料 1件につき 3,240円

1,080円

216円

署名鑑登録手数料 1件につき 5,400円

依頼日より10年以内でかつ平成17
年1月1日以降のもの

上記以外のもの

1通につき

1通につき

取引明細表発行手数料

署名鑑変更手数料

540円

1,080円

648円

残高証明書発行手数料 1通につき 216円

ＩＣキャッシュカード以外

ＩＣキャッシュカード

ＪＡカード（一体型）

1件につき

1件につき

1件につき

通帳等再発行手数料

取扱手数料 1件につき 54円

手数料の種類 手数料

他金融機関あて
3万円未満1件につき 378円

3万円以上1件につき 540円

当ＪＡ同一店内・本支店あて 無料

県内他ＪＡ・信連あて
3万円未満1件につき 108円

3万円以上1件につき 270円

432円

3万円以上1件につき 648円

手数料の種類 手数料

代金取立手数料

振込手数料

1通につき

1通につき

1通につき

864円

648円

216円

他金融機関あて
至急扱

普通扱

名古屋交換（直接口座入金を含む）

1件につき 432円

1件につき 648円

振込手数料
ＡＴＭ・
アンサーサービス
利用の場合

当ＪＡ同一店内・本支店・
県内他ＪＡ・信連あて

無料

ＦＤ・ＭＴ
（電信・文書）
利用の場合

当ＪＡ同一店内・本支店あて

他金融機関あて
3万円未満1件につき

他金融機関あて
3万円未満1件につき

無料

県内他ＪＡ・信連あて
3万円未満1件につき 108円

3万円以上1件につき 324円

378円

3万円以上1件につき 540円

3万円以上1件につき

3万円未満1件につき

3万円以上1件につき

手数料の種類 手数料

窓口利用の場合

当ＪＡ同一店内・本支店あて

県内他ＪＡ・信連あて

他金融機関あて

3万円未満1件につき 216円

無料

432円

540円

756円

送金手数料

当ＪＡ同一店内・本支店あて

県内他ＪＡ・信連あて

他金融機関あて

無料

主な手数料一覧

■為替手数料料率表

■自動送金サービス手数料

■その他の諸手数料
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　　　ゴールデンウィーク、年末年始は、営業時間が変更になります。

　　　その他メンテナンス等にて臨時休業する場合があります。

ピアゴ大清水店

（注）土曜日営業店は、祝日と重なる場合、祝日営業店以外は営業いたしません。

土曜・休日

土曜・休日

平 日

土曜・休日

平 日

8：45～19：00

津 田 支 店

中 央 支 店

ＡＴＭ稼働時間

土曜・休日

平 日

平 日

細谷町字近見山40-1

雲谷町字ハシヅメ3-78

豊 橋 駅 店

店舗名

本 店

二 川 支 店

い な み 支 店

高 豊 支 店

大 津 支 店

高 師 原 支 店

磯 辺 支 店

福 岡 支 店

西 支 店

吉 田 方 支 店

前 芝 支 店

大 村 支 店

石 巻 支 店

北 支 店

東 田 支 店

岩 田 支 店

鴨田町44

南大清水町字富士見700-1

花田町字西宿

中岩田二丁目7-3

東郷町8

石巻西川町字道上81

石巻本町字東野14-4

中野町字野中40

浜道町字沢東7-1

野依町字西川5

老津町字薬師前64-1

伊古部町字東荒子195

大村町字松浦１3

下五井町甚太前5

前芝町字堤上121-1

菰口町六丁目32

牟呂公文町12-1

野依町字西川5

所在地 電話番号

2台

1台

1台

ＡＴＭ
設置台数

1台

1台

1台

平 日

土曜・休日

平 日

土 曜

平 日

2台

土 曜

土曜・休日

1台

1台

1台

1台

2台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

2台

平 日

土 曜

平 日

平 日

土曜・休日

平 日

土 曜

土曜・休日

平 日

土 曜

平 日

土曜・休日

平 日

平 日

土曜・休日

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

平 日

土曜・休日

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

平 日

土曜・休日

平 日

土曜・休日

平 日

土曜・休日

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～19：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

8：45～18：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～21：00

9：00～19：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：45～18：00

9：00～17：00

8：00～21：00

杉 山 店 杉山町字谷下145-1 1台
平 日 8：45～18：00

土曜・休日 9：00～17：00

店舗一覧
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■経営管理体制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決

定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」が業務執行を行ってい

ます。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

組合の業務執行を行う理事には、男女共同参画に係る社会情勢並びに女性のＪＡ組織活動及び事業

に果たす役割の重要性に鑑み、平成 年度より女性理事の登用を行っています。

また、信用・共済事業、経済事業、管理部門に専任担当理事を置くとともに、農業協同組合法第

条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

■リスク管理の状況

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保

し、信頼性を高めていくことが重要です。

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく体制を整備し

ています。

① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少し、金融機関が損

失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において

対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に金融部融資審査課を設置

し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシ

ュ・フローなどにより取引先の償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基

準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資

産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、必要額を貸倒引当金として計上し、

資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被る

リスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変

動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利

が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスク

とは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。

当 では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすること

により、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化と

のバランスを重視した を基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の

変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

業務運営の方針
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■経営管理体制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決

定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」が業務執行を行ってい

ます。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

組合の業務執行を行う理事には、男女共同参画に係る社会情勢並びに女性のＪＡ組織活動及び事業

に果たす役割の重要性に鑑み、平成 年度より女性理事の登用を行っています。
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組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保

し、信頼性を高めていくことが重要です。

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく体制を整備し

ています。

① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少し、金融機関が損

失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において

対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に金融部融資審査課を設置

し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシ

ュ・フローなどにより取引先の償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基

準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資

産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、必要額を貸倒引当金として計上し、

資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被る

リスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変

動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利

が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスク

とは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。

当 では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすること

により、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化と

のバランスを重視した を基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の

変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

業務運営の方針 とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当 の

保有有価証券ポートフォリオの状況や などを考慮し、理事会において運用方針を定めると

ともに、経営層で構成する 委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を

行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及び 委員会で決定された方針など

に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリ

スク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営

層に報告しています。

③ 流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が

困難になることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場におい

て取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失

を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。

当 では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定

的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での

重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの

策定の際に検討を行っています。

④ オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であ

ること又は外生的な事象による損失を被るリスク及び、受動的に発生する事務、システム、法務

などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクです。事務リスク、システ

ムリスクなどについて、事務手続を整備し、定期検査等を実施するとともに、事故・事務ミスが

発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・

正確に反映できるよう努めています。

⑤ 事務リスク管理

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融

機関が損失を被るリスクのことです。当 では、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正

確な事務処理を行うための事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事

務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し

改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥ システムリスク管理

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金

融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失

を被るリスクのことです。当 では、コンピュータシステムの安定稼動のため、安全かつ円滑

な運用に努めています。
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■法令遵守の体制

○コンプライアンス態勢の運営組織図

理事等の職務執行の監査

付議・報告 運営等にかかる監査

付議・報告

監査・報告

報告・連絡・相談

監査

報告・連絡・相談

○コンプライアンス態勢

コンプライアンス＝ を遵守すること

コンプライアンスとは、狭義には法令を遵守することです。しかし、法令自体に違反しなくと

も、健全な社会的存在として「してはならないこと」「するのが適切ではないこと」「しないほう

がよいこと」を行わないとする「組織倫理」「経営倫理」に近い意味を含め用いられています。

当ＪＡでは、法令等遵守（コンプライアンス）を経営の最重要課題として位置づけて業務運営

に取り組んでいます。役職員に農協法・金融商品取引法などの法令、経営倫理、社会的規範の遵

守を徹底するため、また、コンプライアンス重視の組織風土を醸成するため、次のような取組み

を行っています。

●コンプライアンスを運営・統括するための組織体制

コンプライアンス委員会を設置し、統括部署のリスク管理部とともにコンプライアンスに関する

企画・推進・進捗管理などを行っています。また、各部署長をコンプライアンス責任者として、推

進体制の整備を図っています。

理事会 監 事

リスク管理部 監査室

主管部署

本店各部署、事業所および支店

コンプライアンス委員会

法令、規則
ＪＡ内部規程

経営倫理、社会的規範
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コンプライアンス委員会を設置し、統括部署のリスク管理部とともにコンプライアンスに関する

企画・推進・進捗管理などを行っています。また、各部署長をコンプライアンス責任者として、推

進体制の整備を図っています。
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主管部署
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●各種規程・マニュアルの整備及び役職員への周知徹底

コンプライアンス規程・コンプライアンス態勢運営要領・倫理綱領・コンプライアンスマニュア

ルなどを整備しています。さらに、この内容を役職員に周知徹底するため、定期的にコンプライア

ンス研修会を開催しています。また、コンプライアンスを実現するための具体的実施計画として、

毎年度 が取り組むべきコンプライアンス方針や重点取組事項の明示、コンプライアンスに係る

諸規程の整備等により、組織が健全かつ効率的に機能するよう各業務において所定の基準やルール

を定め、それに基づいて管理・監視を行う内部統制「全般統制整備」に取り組んでいます。

●監査・検査体制の強化

法令遵守態勢のチェックをするため、下記の監査・検査を行っています。

・内部監査

事業部門から独立した内部検査部門（監査室）において、業務執行状況が法令および内部規

程等に準拠しているか定期的に監査を実施しています。

・監事監査

理事の業務執行状況を適法性の観点から監査する監事監査を実施しています。監事には常勤

監事制度を設け機能強化を図っています。

・外部監査・検査

外部機関である全国 監査機構の監査や行政による検査では、法令等の準拠性が監査の対

象項目となっています。改善を要する事項があった場合、その改善策が監事会、理事会に報

告される仕組みとなっています。

●金融商品の勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」によって、当ＪＡでは次のとおり勧誘方針を決定し、組合員・

利用者の皆さまに「安心と信頼」をいただけるよう、全職員への徹底を図っています。

・組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮

のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報提供を行います。

・組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に

理解していただくように努めます。

・不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・

利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。

・お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪

問・電話による勧誘は行いません。

・組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
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●個人情報保護方針

当 は、組合員・利用者等の皆さまの個人情報を正しく取扱うことが当 の事業活動の基本

であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守します。

・当 は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

います。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣

のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。個人情報とは、生存する個人に関

する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。

・当 は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および

法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取

扱います。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。

・当 は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令によ

り例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通

知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示し

ます。

・当 は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また

安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。個人デ

ータとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

・当 は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得る

ことなく、個人データを第三者に提供しません。

・当 は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。保

有個人データとは、当組合が、本人又はその代理人から求められる開示、内容訂正、追加又

は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を

有する個人データをいいます。

・当 は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、その

ための内部体制の整備に努めます。

・当 は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継

続的な改善に努めます。

■内部監査体制

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門

の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告な

どを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、内部監査計画に基づき実施していま

す。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部

門の改善取り組み状況をフォローアップしています。

また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項につい

ては直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。
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●個人情報保護方針
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であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守します。

・当 は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

います。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣
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法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取

扱います。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。

・当 は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令によ

り例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通

知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示し
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・当 は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また

安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。個人デ

ータとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

・当 は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得る

ことなく、個人データを第三者に提供しません。

・当 は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。保

有個人データとは、当組合が、本人又はその代理人から求められる開示、内容訂正、追加又

は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を

有する個人データをいいます。

・当 は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、その

ための内部体制の整備に努めます。

・当 は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継

続的な改善に努めます。

■内部監査体制

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門

の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告な

どを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、内部監査計画に基づき実施していま

す。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部

門の改善取り組み状況をフォローアップしています。

また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項につい

ては直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

■金融ＡＤＲ（裁判外紛争解決）制度への対応
① 苦情処理措置の内容

当 では、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホ

ームページ・チラシ等で公表するとともに、 バンク相談所や 共済連とも連携し、迅速

かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

＜当 の相談・苦情等受付窓口＞

◇信用事業

・金融部金融課

電話番号：

受付時間：午前 時〜午後 時（金融機関の休業日を除く）

※相談・苦情等については、まずは当ＪＡの窓口へお申出ください。なお、愛知県農業協同組合中央会が設置

運営する愛知県ＪＡバンク相談所でも、ＪＡバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。

・愛知県ＪＡバンク相談所

電話番号：

受付時間：午前 時～午後 時（金融機関の休業日を除く）

◇共済事業

・共済部共済事務課

電話番号：

受付時間：午前 時～午後 時（金融機関の休業日を除く）

※相談・苦情等については、まずは当ＪＡの窓口へお申出ください。なお、ＪＡ共済相談受付センターでも、

相談・苦情等のほか、ＪＡ共済全般に関するお問い合わせをお電話でお受けしております。

・ＪＡ共済相談受付センター（ＪＡ共済連全国本部）

電話番号：

受付時間：午前 時～午後 時（土日・祝日および 月 日～ 月 日を除く）

② 紛争解決措置の内容

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

◇信用事業

・愛知県弁護士会紛争解決センター

電話番号：

受付時間：午前 時～午後 時 月曜日～金曜日（祝日および年末年始を除く）

◇共済事業

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所（電話： ）

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構（電話：本部 ）

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター（電話：名古屋相談所 ）

公益財団法人 交通事故紛争処理センター（電話：名古屋支部 ）
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平成２９年７月１日現在

ＬＰガス

植田アグリセンター、ジョイフル杉山、
ゆめ彩館、米販売所、生活センター

自動車整備工場

西部農機ＭＣ

いちご育苗施設、土壌診断室

農産物検査員、育苗センター、
ライスセンター、低温倉庫

予冷センター、野菜集出荷場、
選果場

花き集出荷場

物流センター、野菜育苗センター

飼料倉庫

常

務

常

務

組

合

長

総

代

会

理

事

会

監

事

会

代

表

監

事

常

勤

監

事

監 査 室

リスク管理部

総合企画部

総 務 部

営 農 部

常

務

経 済 部

金 融 部

共 済 部

産直プラザ福岡、二川、吉田方、石巻、
岩田、グリーンセンター磯辺

いなみ、高根、豊南、大崎、野依、
牟呂、前芝、大村、石巻

開発相談センター東田

推進企画課

金 融 課

融資審査課

資金運用課

共済事務課

査 定 課

第四事業所

普 及 課

支 店

店舗産直課

生活燃料課

資産管理課

㈱ エ ー コ ー プ あ い ち

㈱ＪＡあいちエネルギー

営農資材課

畜 産 課

第一事業所

第二事業所

第三事業所

■経営機構

第五事業所

第六事業所

農 機 課

自 動 車 課

経営支援課

リスク管理課

企 画 課

経 理 課

総 務 課

人 事 課

組 合 員 課

営農指導課

農 産 課

青果販売課

花 き 課

20

2017



（平成２９年７月１日現在）

（平成２９年３月３１日現在）

■役員

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

代 表 理 事 組 合 長

常 務 理 事

常 務 理 事

常 務 理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

白 井 良 始

伊 藤 友 之

夏 目 陽 一 郎

山 口

岩 瀬 省 三

森 正 敏

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

孝 人

石 井 康 裕

林　　 初 雄

小 柳 津 隆

松 井 則 人

監 事

監 事

監 事

監 事

監 事

理 事

理 事

理 事

理 事

代 表 監 事

常 勤 監 事

鈴 木 恒 二

天 野 能 伸

小 清 水 尚 司

日 比 秀 治

山 本

鈴 木 み ど り

大 竹 秀 欣

尾 﨑 芳 弘

山 口 隆 美

松 井 章 吉

中 神 良 典

兵 藤 吉 之

岡 本 睦 子

後 藤 一 三

雄 二

伊 藤

田 中 寛 孝

山 口 兵 庫

明 信

鈴 木 健 司

■職員数

平成28年度末 平成27年度末 増　　減

人

加 藤 尚 男

勘 解 由 雅 則

早 崎 敏 郎森 嘉 隆

金 子 朝 一

中 神 良 成

監 事

参 事

一 般 職 員

営 農 指 導 員

生 活 指 導 員

（ 出 向 者 ）

合 計

人

人

人

人

人

（ 常 勤 嘱 託 ）

）

人

人

人

人

人

人

人

人 （ ） 人 （

人

人

人

（

（

（ （）

） ） 人

▲ 2

▲ 1

▲ 2

▲ 3

人

人

）
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■事業の概況

業績

平成 年度の販売事業は、上半期は全体的に出荷量が減少しましたが、鉄コンキャベツやトマ

トの高糖度系アイテムの増加により好調な結果となりました。下半期は全国的な野菜の出荷量減少

による価格の高単価での推移により主要品目であるキャベツ・ミニトマトが過去最高の取扱高を記

録し、販売事業全体でも過去最高の取扱高を記録しました。

ＪＡ事業においては、新たに第５次総合中期計画を策定し、計画の確実な実践に向けて役職員一

丸となって努力いたしました。

また、杉山支店の大津支店への統合や、ジョイフル杉山のリニューアルを実施し利便性向上を図

ったほか、内部けん制機能の更なる強化による不祥事未然防止等にも積極的に取り組んで参りまし

た。

このような状況の中で、当ＪＡの平成 ８年度の主な業績は次のとおりとなりました。

貯金・定期積金については、各種キャンペーンの展開により貯金高が大幅に増加しました。また、

昨年度に引き続き「農機具等購入応援事業」や「いちご狩り特典付定期貯金」を実施したほか、窓

口装置の更新や現金処理機の導入により業務の効率化・けん制機能の強化に努めました。

この結果、期末残高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）となりました。

融資については、住宅関連融資・マイカーローン等、利用者ニーズに合った商品・サービスの提

供に努めました。また、各種キャンペーン、ローン土曜相談窓口等を実施し、事業量の積極的な拡

大を図り「選ばれる金融機関」づくりを進めるとともに、「安心」と「信頼」の強化に努めました。

この結果、貸出金の期末残高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）となり、貯貸率は

％となりました。

有価証券の運用については、長期安定運用と運用効率の向上に努めました。その結果、有価証券

期末残高 億円（計画比 ％、前年比 ％）となり、預金の期末残高は 億円

（計画比 ％、前年比 ％）となりました。

西支店では自動車共済専用窓口＆ローン相談窓口の土曜日受付をしています。

●自動車共済…新規加入手続き、各種異動手続き、契約手続き

●ローン相談…住宅の新築・リフォーム、他行からのお借換え、マイカーのご購入

教育資金、農業資金 など

●開催場所…西支店（牟呂公文町 ）

●開催時間…毎週土曜日 ： ～ ： （年末年始を除く）

●お問い合わせ…

貯金・定期積金

融 資

余 裕 金 運 用

業績及び財務の状況

（注）必要となる掛金等のお取扱いは現金のみとなります。
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口装置の更新や現金処理機の導入により業務の効率化・けん制機能の強化に努めました。

この結果、期末残高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）となりました。

融資については、住宅関連融資・マイカーローン等、利用者ニーズに合った商品・サービスの提

供に努めました。また、各種キャンペーン、ローン土曜相談窓口等を実施し、事業量の積極的な拡

大を図り「選ばれる金融機関」づくりを進めるとともに、「安心」と「信頼」の強化に努めました。

この結果、貸出金の期末残高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）となり、貯貸率は

％となりました。

有価証券の運用については、長期安定運用と運用効率の向上に努めました。その結果、有価証券

期末残高 億円（計画比 ％、前年比 ％）となり、預金の期末残高は 億円

（計画比 ％、前年比 ％）となりました。

西支店では自動車共済専用窓口＆ローン相談窓口の土曜日受付をしています。

●自動車共済…新規加入手続き、各種異動手続き、契約手続き

●ローン相談…住宅の新築・リフォーム、他行からのお借換え、マイカーのご購入

教育資金、農業資金 など

●開催場所…西支店（牟呂公文町 ）

●開催時間…毎週土曜日 ： ～ ： （年末年始を除く）

●お問い合わせ…

貯金・定期積金

融 資

余 裕 金 運 用

業績及び財務の状況

（注）必要となる掛金等のお取扱いは現金のみとなります。

共済事業については、提案活動の強化や更なる顧客満足度向上に取り組みました。その結果、長

期共済新契約高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）、長期共済保有高は 億

円（計画比 ％、前年比 ％）となりました。

また、平成 年度に皆さまのお役に立った共済金は次のとおりです。

区 分 件 数 金 額

生命系共済 件 千円

建物系共済 件 千円

短 期 共 済 件 千円

支払合計 件 千円

（注）満期共済金及び年金共済を除いた金額です。

経済事業については、「安全・安心な農畜産物」生産の取り組み強化に努めました。販売品販売取

扱高は 億円（計画比 ％、前年比 ％）、購買品供給高は 億円（計画比 ％、

前年比 ％）となりました。

損益については、事業総利益 億円（前年比 ％）、経常利益 億円（前年比 ％）、

当期剰余金 億円（前年比 ％）となりました。

■自己資本の状況

●自己資本比率の状況

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財

務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処

理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成 年 月末における自己資本比率は ％とな

りました。

●経営の健全性の確保と自己資本の充実
当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

○ 普通出資による資本調達額

項 目 内 容

発行主体 豊橋農業協同組合

資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 百万円（前年度 百万円）

（注）回転出資による資本調達はありません。 （平成 年 月 日現在）

当ＪＡは、「自己資本比率算出規程」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出し

て、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十

分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

共 済

経 済

損 益
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■貸借対照表（２期分）

（単位：千円）

記念事業積立金

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ基金

ﾘｽｸ対策積立金

固定資産圧縮積立金

税効果調整積立金

科　　目 科　　目

特 別 積 立 金

施設投資積立金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

組 合 員 資 本

出 資 金

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

（ 純 資 産 の 部 ）

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

処 分 未 済 持 分 ▲ 3,340 ▲ 6,908

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

役員退職慰労引当金

諸 引 当 金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

ポ イ ン ト 引 当 金

負 債 の 部 合 計

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

設 備 借 入 金

雑 負 債

未 払 法 人 税 等

経 済 事 業 未 払 金

経 済 受 託 債 務

その他の経済事業負債

未経過共済付加収入

その他の共済事業負債

経 済 事 業 負 債

貸 倒 引 当 金

貯 金

借 入 金

その他の信用事業負債

未 払 費 用

そ の 他 の 負 債

共 済 事 業 負 債

共 済 未 払 利 息

子 会 社 等 出 資

▲ 8,771,015 ▲ 8,818,844

雑 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

資 産 の 部 合 計

建 物

機 械 装 置

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

減価償却累計額

▲ 181,807 ▲ 199,780

経 済 事 業 資 産

経 済 事 業 未 収 金

経 済 受 託 債 権

棚 卸 資 産

購 買 品

その他の棚卸資産

共 済 未 収 利 息

その他の共済事業資産

貸 倒 引 当 金 ▲ 1,571 ▲ 1,765

▲ 329,693

共 済 事 業 資 産

共 済 貸 付 金

貸 倒 引 当 金 ▲ 328,239

そ の 他 の 資 産

●平成28年度（平成29年3月31日現在）貸借対照表
●平成27年度（平成28年3月31日現在）貸借対照表

金　　額

共 済 借 入 金

共 済 資 金

金　　額

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

信 用 事 業 負 債

系 統 預 金

系 統 外 預 金

有 価 証 券

国 債

地 方 債

政 府 保 証 債

金 融 債

信 用 事 業 資 産

現 金

預 金

その他の経済事業資産

無 形 固 定 資 産

外 部 出 資

社 債

株 式

受 益 証 券

貸 出 金

その他の信用事業資産

未 収 収 益

系 統 出 資

系 統 外 出 資

当期未処分剰余金

うち当期剰余金
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■損益計算書（２期分）

（単位：千円）

事 業 外 費 用

特 別 利 益

特 別 損 失

法 人 税 等 合 計

施 設 投 資 積 立 金 取 崩 額

税 引 前 当 期 利 益

法人税、住民税及び事業税

当 期 剰 余 金

寄 付 金

賃 貸 費 用

販 売 事 業 総 利 益

保 管 事 業 収 益

保 管 事 業 総 利 益

利 用 事 業 費 用

そ の 他 の 費 用

うち貸倒引当金戻入益 (▲6) (▲6)

販 売 事 業 費 用

販売品受入取扱高

当 期 未 処 分 剰 余 金

そ の 他 の 費 用

販 売 費

購 買 事 業 総 利 益

販 売 事 業 収 益

販売品販売取扱高

購 買 事 業 費 用

購 買 品 供 給 原 価

購 買 品 供 給 費

そ の 他 の 費 用

うち貸倒引当金戻入益

▲ 24,681

うち有価証券利息

うち貸出金利息

うちその他受入利息

うち貯金利息

う ち 給 付 補 填 備 金 繰 入

信 用 事 業 費 用

資 金 調 達 費 用

共 済 推 進 費

うち貸倒引当金戻入益

共 済 事 業 総 利 益

購 買 事 業 収 益

購 買 手 数 料

う ち 貸 出 金 償 却

信 用 事 業 総 利 益

販 売 手 数 料

そ の 他 の 収 益

法 人 税 等 調 整 額 ▲ 2,869

減 損 損 失

固定資産撤去費用

固 定 資 産 圧 縮 損(▲17,344) (▲2,526)

固 定 資 産 処 分 損

固 定 資 産 処 分 益

経 常 利 益

購 買 品 供 給 高 ▲ 17貸倒引当金戻入益

雑 損 失

共 済 事 業 費 用 雑 収 入

支 払 雑 利 息

共 済 借 入 金 利 息

共 済 貸 付 金 利 息

賃 貸 料

受 取 出 資 配 当 金

そ の 他 の 収 益

共 済 付 加 収 入

共 済 事 業 収 益

受 取 雑 利 息

事 業 外 収 益

その他事業管理費うち貸倒引当金繰入額

事 業 利 益

施 設 費そ の 他 経 常 費 用

その他事業直接費用 諸 税 負 担 金

うちその他支払利息 人 件 費

役 務 取 引 等 費 用 業 務 費

指 導 事 業 収 支 差 額

うち借入金利息 事 業 管 理 費

そ の 他 経 常 収 益 宅地等供給事業費用

指 導 事 業 支 出

指 導 事 業 収 入

宅 地 等 供 給 事 業 総 利 益

うち貸倒引当金繰入額

宅地等供給事業収益

役 務 取 引 等 収 益

その他事業直接収益

うち貸倒引当金戻入益

利 用 事 業 総 利 益

科　　目 科　　目

事 業 総 利 益

うち預金利息 利 用 事 業 収 益

資 金 運 用 収 益

信 用 事 業 収 益 保 管 事 業 費 用

▲ 18,941 ▲ 22,597

●平成28年度（28年4月1日から29年3月31日まで）損益計算書
●平成27年度（27年4月1日から28年3月31日まで）損益計算書

金　　額

平成28年度 平成27年度

金　　額

平成28年度 平成27年度

(▲604)

うち貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

当 期 首 繰 越 剰 余 金

(▲194) 商 権 管 理 料

そ の 他 の 収 益
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■注記表（２期分）

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法 （１）資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券の評価基準及び評価方法 　　①　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　有価証券の評価基準及び評価方法は、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行っ 　　　有価証券の評価基準及び評価方法は、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行っ

　　ている。 　　ている。

　　　・満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法） 　　　・満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）

　　　・子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法 　　　・子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

　　　・その他有価証券 　　　・その他有価証券

　　　　　時価のあるもの……市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入 　　　　　時価のあるもの……市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

　　　　　　　　　　　　　　法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。） 　　　　　　　　　　　　　　法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。）

　　　　　時価のないもの……移動平均法による原価法 　　　　　時価のないもの……移動平均法による原価法

　　②　棚卸資産の評価基準及び評価方法 　　②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　・購買品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 　　　・購買品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　　　　　　　　ただし、店舗在庫、営農・生活物資の一部については、売価還元法 　　　　　　　　　ただし、店舗在庫、営農・生活物資の一部については、売価還元法

　　　　　　　　　による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 　　　　　　　　　による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　　・その他の棚卸資産……最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価 　　　・その他の棚卸資産……最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価

　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法） 　　　　　　　　　　　　　　切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法 （２）固定資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産（リース資産を除く） 　　①　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　建物（建物附属設備を含む） 　　　建物（建物附属設備を含む）

　　　・平成10年3月31日以前に取得したものは旧定率法による。 　　　・平成10年3月31日以前に取得したものは旧定率法による。

　　　・平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものは旧定額法によ 　　　・平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものは旧定額法によ

　　　　る。 　　　　る。

　　　・平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。 　　　・平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

　　　構築物 　　　上記以外

　　　・平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法による。 　　　・平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法による。

　　　・平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したものは定率法による。　　　・平成19年4月1日以降に取得したものは定率法による。

　　　・平成28年4月1日以降に取得したものは定額法による。 　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基

　　　上記以外 　　　　準による。

　　　・平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法による。 　　②　無形固定資産：定額法による。

　　　・平成19年4月1日以降に取得したものは定率法による。 　　　　　　　　　　　なお、自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利

　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基 　　　　　　　　　　用可能期間（5年）に基づく定額法により償却している。

　　　　準による。 　　③　リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法により償

　　②　無形固定資産：定額法による。 　　　　　　　　　　却している。

　　　　　　　　　　　なお、自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利 （３）引当金の計上基準

　　　　　　　　　　用可能期間（5年）に基づく定額法により償却している。 　　①　貸倒引当金

　　③　リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法により償 　　　　貸倒引当金は、あらかじめ定めている自己査定基準及び決算基準に則り、次の

　　　　　　　　　　却している。 　　　とおり計上している。

（３）引当金の計上基準 　　　　個別貸倒引当金については、破産・特別清算等、法的・形式的な経営破綻の事

　　①　貸倒引当金 　　　実が発生している債務者（破綻先）及びそれと同等の状況にある債務者（実質破

　　　　貸倒引当金は、あらかじめ定めている自己査定基準及び決算基準に則り、次の 　　　綻先）に係る債権について、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

　　　とおり計上している。 　　　収可能見込額を控除しその残額を計上している。また、現在、経営破綻の状況に

　　　　個別貸倒引当金については、破産・特別清算等、法的・形式的な経営破綻の事 　　　はないが、経営難の状態にあり、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

　　　実が発生している債務者（破綻先）及びそれと同等の状況にある債務者（実質破 　　　れる債務者（破綻懸念先）に係る債権については債権額から担保の処分可能見込

　　　綻先）にかかる債権について、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による 　　　額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者ごとの回収

　　　回収可能見込額を控除しその残額を計上している。また、現在、経営破綻の状況 　　　可能性を判断し必要と認める額を計上している。

　　　にはないが、経営難の状態にあり、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め 　　　　一般貸倒引当金については、税法繰入限度額と上記以外の債権について貸倒実

　　　られる債務者（破綻懸念先）にかかる債権については債権額から担保の処分可能 　　　績率で算定した金額のいずれか多い金額を計上している。なお、この基準に基づ

　　　見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者ごとの 　　　き、当期は租税特別措置法第５７条の9の規定により算定した金額に基づき計上

　　　回収可能性を判断し必要と認める額を計上している。 　　　している。

　　　　一般貸倒引当金については、税法繰入限度額と上記以外の債権について貸倒実 　　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実

　　　績率で算定した金額のいずれか多い金額を計上している。なお、この基準に基づ 　　　施し、当該部署から独立した監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に

　　　き、当期は租税特別措置法第５７条の9の規定により算定した金額に基づき計上 　　　基づいて、上記の引当を行っている。

　　　している。 　　②　賞与引当金

　　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実 　　　　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち支給対象期

　　　施し、当該部署から独立した監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に 　　　間が今年度に帰属する額を計上している。

　　　基づいて、上記の引当を行っている。 　　③　退職給付引当金

　　②　賞与引当金 　　　　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

　　　　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち支給対象期

　　　間が今年度に帰属する額を計上している。 　　　ア　退職給付見込額の期間帰属方法

　　③　退職給付引当金 　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰

　　　　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資 　　　　属させる方法については、期間定額基準によっている。

　　　イ　数理計算上の差異の費用処理方法

　　　ア　退職給付見込額の期間帰属方法 　　　　　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存

　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰 　　　　勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞ

　　　　属させる方法については、期間定額基準によっている。 　　　　れ発生の事業年度から費用処理することとしている。

　　　イ　数理計算上の差異の費用処理方法 　　④　役員退職慰労引当金

　　　　　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存 　　　　役員退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程の定めに基づく期

　　　　勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞ 　　　末要支給額を計上している。

　　　　れ発生の事業年度から費用処理することとしている。 　　⑤　ポイント引当金

　　④　役員退職慰労引当金 　　　　組合員･利用者の事業利用促進等を目的とする総合ポイント奨励制度に基づき､

　　　　役員退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程の定めに基づく期 　　　組合員・利用者に付与したポイントの使用に備えるため、当事業年度末において

　　　末要支給額を計上している。 　　　将来発生すると見込まれる額を計上している。

　　⑤　ポイント引当金

　　　　組合員･利用者の事業利用促進等を目的とする総合ポイント奨励制度に基づき､

　　　組合員・利用者に付与したポイントの使用に備えるため、当事業年度末において

　　　将来発生すると見込まれる額を計上している。

平成28年度 平成27年度

　　　産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上している。

　　　産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上している。
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（４）リース取引の処理方法 （４）リース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ 　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ

　　いては、売買処理をしている。ただし、会計基準適用初年度開始前に取引を行った 　　いては、売買処理をしている。ただし、会計基準適用初年度開始前に取引を行った

　　ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 　　ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）消費税及び地方消費税の会計処理の方法 （５）消費税及び地方消費税の会計処理の方法

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式を採用している。ただし、固定資 　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式を採用している。ただし、固定資

　　産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上している。 　　産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上している。

（６）決算書類に記載した金額の端数処理の方法 （６）決算書類に記載した金額の端数処理の方法

　　　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額が５００円未満の科目 　　　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額が５００円未満の科目

　　については「0」で表示している。 　　については「0」で表示している。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（１）構築物に係る減価償却方法の変更

　　　法人税法の改正に伴い、「平成２８年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関

　　する実務上の取扱い」（実務対応報告第３２号　平成２８年６月１７日）を当事業

　　年度に適用し、平成２８年４月１日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定

　　率法から定額法に変更している。

　　　この結果、当事業年度の事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ120

　　千円増加している。

Ⅲ．表示方法の変更に関する注記

（１）信用事業費用の表示方法

　　　従来、信用支払奨励費、貯金保険機構への支払保険料等（前事業年度81,170千

　　円）は、「資金調達費用」の「その他支払利息」に含めて表示していたが、当事業

　　年度より「その他経常費用」に含めて表示する方法に変更している。

　　　これは、これまで資金調達のために要する費用として「資金調達費用」の「その

　　他支払利息」として計上していたが、「その他支払利息」の金利としての性質をよ

　　り適切に反映するよう変更するものである。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記 Ⅱ．貸借対照表に関する注記

（１）固定資産の圧縮記帳額 （１）固定資産の圧縮記帳額

　　　有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額の総額は 3,892,863 千円 　　　有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額の総額は 4,087,344 千円

　　であり、その内訳は次のとおりである。 　　であり、その内訳は次のとおりである。

　　　土地 　　　256,669 千円　　建物 　　　2,255,693 千円　　 　　　土地 　　　256,669 千円　　建物 　　　2,261,932 千円　　

　　　構築物 　　244,508 千円　　機械装置　 1,041,456 千円 　　　構築物 　　244,508 千円　　機械装置　 1,228,456 千円

　　　車両運搬具　　5,554 千円　　器具備品　　　88,983 千円 　　　車両運搬具　　5,554 千円　　器具備品　　　90,225 千円

（２）リース契約により使用する重要な固定資産 （２）リース契約により使用する重要な固定資産

　　　貸借対照表上に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な資産 　　　貸借対照表上に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な資産

　　として、信用事業関係事務機器、ネットワーク関連機器等がある。 　　として、信用事業関係事務機器、ネットワーク関連機器等がある。

（３）担保に供している資産等 （３）担保に供している資産等

　　　担保に供している資産等はない。なお、ＪＡバンク基本方針に基づく相互援助預 　　　担保に供している資産等はない。なお、ＪＡバンク基本方針に基づく相互援助預

　　金預託基準における相互援助預金として、預金のうち 24,500,000 千円を愛知県 　　金預託基準における相互援助預金として、預金のうち 23,530,000 千円を愛知県

　　信用農業協同組合連合会に対して預け入れている。 　　信用農業協同組合連合会に対して預け入れている。

（４）子会社等に対する金銭債権・債務の総額 （４）子会社等に対する金銭債権・債務の総額

　　　・子会社等に対する金銭債権の総額 99,288 千円 　　　・子会社等に対する金銭債権の総額 110,360 千円

　　　・子会社等に対する金銭債務の総額 278,098 千円 　　　・子会社等に対する金銭債務の総額 237,881 千円

（５）役員に対する金銭債権・債務の総額 （５）役員に対する金銭債権・債務の総額

　　　・理事及び監事に対する金銭債権の総額 112,888 千円 　　　・理事及び監事に対する金銭債権の総額 113,596 千円

　　　・理事及び監事に対する金銭債務はない。 　　　・理事及び監事に対する金銭債務はない。

（６）リスク管理債権の状況 （６）リスク管理債権の状況

（単位：千円） （単位：千円）

　　　１．破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること 　　　１．破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

　　　　その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし 　　　　その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとし

　　　　て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下 　　　　て、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

　　　　「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政 　　　　「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

　　　　令第97号）の第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号 　　　　令第97号）の第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号

　　　　に規定する事由が生じている貸出金である。 　　　　に規定する事由が生じている貸出金である。

　　　２．延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、上記１及び債務者の経営再 　　　２．延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、上記１及び債務者の経営再

　　　　建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金で 　　　　建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金で

　　　　ある。 　　　　ある。

　　　３．３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ 　　　３．３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ

　　　　月以上遅滞している貸出金である。（上記１及び２の貸出金を除く。） 　　　　月以上遅滞している貸出金である。（上記１及び２の貸出金を除く。）

　　　４．貸出条件緩和債権とは､債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として､ 　　　４．貸出条件緩和債権とは､債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として､

　　　　金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有 　　　　金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

　　　　利となる取決めを行った貸出金である。（上記1、2、3の貸出金を除く。） 　　　　利となる取決めを行った貸出金である。（上記1、2、3の貸出金を除く。）

　　　５．リスク管理債権については、担保・保証及び貸倒引当金によって保全されて 　　　５．リスク管理債権については、担保・保証及び貸倒引当金によって保全されて

　　　　いる。 　　　　いる。

Ⅴ．損益計算書に関する注記 Ⅲ．損益計算書に関する注記

（１）子会社等との取引高の総額 （１）子会社等との取引高の総額

（単位：千円） （単位：千円）

事 業 取 引 以 外 の 取 引 高

総　　　　額

収　益 費　用

事 業 取 引 高

事 業 取 引 以 外 の 取 引 高

総　　　　額

合　　　　計

収　益 費　用

事 業 取 引 高

延滞債権

３カ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権 貸出条件緩和債権

合　　　　計

破綻先債権 破綻先債権

延滞債権

３カ月以上延滞債権

平成28年度 平成27年度
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（２）減損損失に関する注記 （２）減損損失に関する注記

　　①　資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グルー 　　①　資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グルー

　　　プの概要 　　　プの概要

　　　　当期に減損損失を認識した固定資産は、次のとおりである。 　　　　当期に減損損失を認識した固定資産は、次のとおりである。

　　　　当組合は、事業資産については管理会計の単位（信用・共済部門、経済部門） 　　　　当組合は、事業資産については管理会計の単位（信用・共済部門、経済部門）

　　　を基本にグルーピングし、生活店舗については施設単位でグルーピングしてい 　　　を基本にグルーピングし、生活店舗については施設単位でグルーピングしてい

　　　る。また、本店、営農部門については、ＪＡ全体の共用資産としている。 　　　る。また、本店、営農部門については、ＪＡ全体の共用資産としている。

　　②　減損損失の認識に至った経緯 　　②　減損損失の認識に至った経緯

　　　　給油所については、営業収支が２期連続赤字であると同時に、短期的に業績の 　　　　給油所については、営業収支が２期連続赤字であると同時に、短期的に業績の

　　　回復が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額 　　　回復が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当期減少額

　　　を減損損失として認識した。 　　　を減損損失として認識した。

　　③　特別損失に計上した減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの減損損失の 　　③　特別損失に計上した減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの減損損失の

　　　内訳 　　　内訳

　　　　野依給油所　1,252千円（建物附属設備） 　　　　給油所 5,708 千円（建物附属設備 1,184 千円、構築物 1,632 千円、

　　　　大村給油所　   317千円（建物附属設備） 　　　　機械装置 247千円、器具・備品 108千円、リース資産 2,537千円）

　　④　回収可能価額の算出方法 　　④　回収可能価額の算出方法

　　　　野依給油所・大村給油所の建物附属設備については売却価値がないものとして 　　　　給油所の回収可能価額は正味売却価額を採用しているが、建物付属設備等につ

　　　評価している。 　　　いては売却価値がないものとして評価している。

Ⅵ．金融商品に関する注記 Ⅳ．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品の状況に関する事項

　　①　金融商品に対する取組方針 　　①　金融商品に対する取組方針

　　　　当組合は農家組合員や地域から預った貯金を原資に、農家組合員や地域内の企 　　　　当組合は農家組合員や地域から預った貯金を原資に、農家組合員や地域内の企

　　　業や団体などへ貸付け、残った余裕金を愛知県信用農業協同組合連合会へ預けて 　　　業や団体などへ貸付け、残った余裕金を愛知県信用農業協同組合連合会へ預けて

　　　いるほか、国債や地方債などの債券、投資信託、株式等の有価証券による運用を 　　　いるほか、国債や地方債などの債券、投資信託、株式等の有価証券による運用を

　　　行っている。 　　　行っている。

　　②　金融商品の内容及びそのリスク 　　②　金融商品の内容及びそのリスク

　　　　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金 　　　　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金

　　　及び有価証券であり、貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リ 　　　及び有価証券であり、貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リ

　　　スクに晒されている。 　　　スクに晒されている。

　　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託であり、満期保有目的及び純投資目的 　　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託であり、満期保有目的及び純投資目的

　　　（その他有価証券）で保有している。これらは発行体の信用リスク、金利の変動 　　　（その他有価証券）で保有している。これらは発行体の信用リスク、金利の変動

　　　リスク及び市場価格の変動リスクに晒されている。 　　　リスク及び市場価格の変動リスクに晒されている。

　　③　金融商品に係るリスク管理体制 　　③　金融商品に係るリスク管理体制

　　　ア　信用リスクの管理 　　　ア　信用リスクの管理

　　　　　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針 　　　　　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針

　　　　を決定している。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部署を設 　　　　を決定している。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部署を設

　　　　置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っている。審査にあたっては、 　　　　置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っている。審査にあたっては、

　　　　取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保 　　　　取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

　　　　評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っている。貸出取引にお 　　　　評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っている。貸出取引にお

　　　　いて資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行ってい 　　　　いて資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行ってい

　　　　る。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り 　　　　る。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り

　　　　組んでいる。また、資産自己査定の結果、必要額を貸倒引当金として計上し、 　　　　組んでいる。また、資産自己査定の結果、必要額を貸倒引当金として計上し、

　　　　資産及び財務の健全化に努めている。 　　　　資産及び財務の健全化に努めている。

　　　イ　市場リスクの管理 　　　イ　市場リスクの管理

　　　　　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコン 　　　　　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコン

　　　　トロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っている。このため、 　　　　トロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っている。このため、

　　　　財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産 　　　　財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産

　　　　・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔 　　　　・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

　　　　軟な財務構造の構築に努めている。 　　　　軟な財務構造の構築に努めている。

　　　　　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境 　　　　　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境

　　　　分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、 　　　　分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、

　　　　理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を 　　　　理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を

　　　　定期的に開催して､日常的な情報交換及び意思決定を行っている。運用部門は､ 　　　　定期的に開催して､日常的な情報交換及び意思決定を行っている。運用部門は､

　　　　理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、 　　　　理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

　　　　有価証券の売買やリスクヘッジを行っている。運用部門が行った取引について 　　　　有価証券の売買やリスクヘッジを行っている。運用部門が行った取引について

　　　　はリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリス 　　　　はリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリス

　　　　ク量の測定を行い経営層に報告している。 　　　　ク量の測定を行い経営層に報告している。

　　　＜市場リスクに係る定量的情報＞ 　　　＜市場リスクに係る定量的情報＞

　　　（トレーディング目的以外の金融商品） 　　　（トレーディング目的以外の金融商品）

　　　　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品 　　　　　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品

　　　　である。当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける 　　　　である。当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける

　　　　主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類して 　　　　主たる金融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類して

　　　　いる債券、貯金並びに借入金である。 　　　　いる債券、貯金並びに借入金である。

　　　　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金 　　　　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金

　　　　利の合理的な予相変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管 　　　　利の合理的な予相変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管

　　　　理にあたっての定量的分析に利用している。 　　　　理にあたっての定量的分析に利用している。

　　　　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、 　　　　　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、

　　　　指標となる金利が0.01％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 　　　　指標となる金利が0.05％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 

　　　　1,986 千円減少するものと把握している。 　　　　22,063 千円減少するものと把握している。

　　　　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利 　　　　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利

　　　　とその他のリスク変数の相関を考慮していない。 　　　　とその他のリスク変数の相関を考慮していない。

　　　　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を 　　　　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を

　　　　超える影響が生じる可能性がある。 　　　　超える影響が生じる可能性がある。

　　　　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額に 　　　　　なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額に

　　　　ついても含めて計算している。 　　　　ついても含めて計算している。

　　　ウ　資金調達に係る流動性リスクの管理 　　　ウ　資金調達に係る流動性リスクの管理

　　　　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計 　　　　　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計

　　　　画を作成し、安定的な流動性の確保に努めている。また、市場流動性リスクに 　　　　画を作成し、安定的な流動性の確保に努めている。また、市場流動性リスクに

　　　　ついては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流 　　　　ついては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流

　　　　動性（換金性）を把握した上で､運用方針などの策定の際に検討を行っている。 　　　　動性（換金性）を把握した上で､運用方針などの策定の際に検討を行っている。

施設名 用　途 種　類

野依給油所 給油所 建物附属設備ほか

施設名

野依給油所、大村給油所

平成28年度 平成27年度

用　途 種　類

給油所 建物附属設備
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　　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 　　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほ 　　　　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほ

　　　か、市場価格がない場合には合理的に算定された価額(これに準ずる価額を含む) 　　　か、市場価格がない場合には合理的に算定された価額(これに準ずる価額を含む)

　　　が含まれている。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた 　　　が含まれている。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

　　　め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもある。 　　　め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもある。

（２）金融商品の時価に関する事項 （２）金融商品の時価に関する事項

　　①　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 　　①　金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

　　　　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで 　　　　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

　　　ある。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次 　　　ある。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次

　　　表には含めず③に記載している。 　　　表には含めず③に記載している。

（単位：千円） （単位：千円）

　　　（注1）貸出金は貸借対照表上雑資産に計上している従業員貸付金 39,588千 　　　（注1）貸出金は貸借対照表上雑資産に計上している従業員貸付金 44,703千

　　　　　　円を含めている。 　　　　　　円を含めている。

　　　（注2）貸倒引当金は、一般貸倒引当金と個別貸倒引当金の合計額を記載してい 　　　（注2）貸倒引当金は、一般貸倒引当金と個別貸倒引当金の合計額を記載してい

　　　　　　る。 　　　　　　る。

　　②　金融商品の時価の算定方法 　　②　金融商品の時価の算定方法

　　【資産】 　　【資産】

　　　ア　預金 　　　ア　預金

　　　　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該 　　　　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

　　　　帳簿価額によっている。満期のある預金については､期間に基づく区分ごとに､ 　　　　帳簿価額によっている。満期のある預金については､期間に基づく区分ごとに､

　　　　リスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を 　　　　リスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を

　　　　時価に代わる金額として算定している。 　　　　時価に代わる金額として算定している。

　　　イ　有価証券 　　　イ　有価証券

　　　　　株式は取引所の価額によっており、債券は取引金融機関等から提示された価 　　　　　株式は取引所の価額によっており、債券は取引金融機関等から提示された価

　　　　格によっている。また、投資信託については、公表されている基準価格によっ 　　　　格によっている。また、投資信託については、公表されている基準価格によっ

　　　　ている。 　　　　ている。

　　　ウ　貸出金 　　　ウ　貸出金

　　　　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短時間で市場金利で反映するため、 　　　　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短時間で市場金利で反映するため、

　　　　貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似 　　　　貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似

　　　　していることから当該帳簿価額によっている。 　　　　していることから当該帳簿価額によっている。

　　　　　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、 　　　　　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、

　　　　元利金の合計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り 　　　　元利金の合計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り

　　　　引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定している。 　　　　引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定している。

　　　　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合は、未実行額も含めた元利金の合 　　　　　なお、分割実行案件で未実行額がある場合は、未実行額も含めた元利金の合

　　　　計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた額に、 　　　　計額をリスクフリーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた額に､

　　　　帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を 　　　　帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を

　　　　控除した額を時価に代わる金額として算定している。 　　　　控除した額を時価に代わる金額として算定している。

　　　　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引 　　　　　また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引

　　　　当金を控除した額を時価に代わる金額としている。 　　　　当金を控除した額を時価に代わる金額としている。

　　【負債】 　　【負債】

　　　ア　貯金 　　　ア　貯金

　　　　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時 　　　　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

　　　　価とみなしている。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、 　　　　価とみなしている。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、

　　　　将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Libor・スワップレ 　　　　将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Libor・スワップレ

　　　　ートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定している。 　　　　ートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定している。

　　　イ　借入金 　　　イ　借入金

　　　　　借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、 　　　　　借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

　　　　当組合の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と 　　　　当組合の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価格と

　　　　近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利による 　　　　近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利による

　　　　ものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額をリスクフリ 　　　　ものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額をリスクフリ

　　　　ーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わ 　　　　ーレートである円Libor・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わ

　　　　る金額として算定している。 　　　　る金額として算定している。

　　③　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 　　③　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、 　　　　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、

　　　これらは①の金融商品の時価情報には含まれていない。 　　　これらは①の金融商品の時価情報には含まれていない。

（単位：千円） （単位：千円）

　　　（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握 　　　（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握

　　　　　することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしてい 　　　　　することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしてい

　　　　　ない。 　　　　　ない。

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

平成28年度 平成27年度

預 金

有 価 証 券

満期保有目的の債券

その他の有価証券

貸 出 金 （ 注 １ ）

貸倒引当金（注２） ▲ 329,693

貸倒引当金控除後

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

預 金

有 価 証 券

満期保有目的の債券

その他の有価証券

貸 出 金 （ 注 １ ）

貸倒引当金（注２）

貸倒引当金控除後

資 産 計

貯 金

借 入 金

負 債 計

▲ 328,239

▲ 13,802

資 産 計

貯 金

借 入 金

外部出資（注）

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

負 債 計

外部出資（注）
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　　④　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 　　④　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円） （単位：千円）

　　　（注1）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）825,948 千円については 　　　（注1）貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）919,296 千円については

　　　　　　「1年以内」に含めている。また期限のない劣後特約付ローンについては 　　　　　　「1年以内」に含めている。また期限のない劣後特約付ローンについては

　　　　　　「5年超」に含めている。 　　　　　　「5年超」に含めている。

　　　（注2）貸出金のうち、3カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 　　　（注2）貸出金のうち、3カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 

　　　　　　591,532千円は償還の予定が見込まれないため、含めていない。 　　　　　　626,753千円は償還の予定が見込まれないため、含めていない。

　　　（注3）貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部のみが実行されてい 　　　（注3）貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部のみが実行されてい

　　　　　　る案件 3,424千円は償還日が特定できないため、含めていない。 　　　　　　る案件 2,271千円は償還日が特定できないため、含めていない。

　　⑤　借入金及び有利子負債の決算日後の返済予定額 　　⑤　借入金及び有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円） （単位：千円）

　　　（注）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めている。 　　　（注）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めている。

Ⅶ．有価証券に関する注記 Ⅴ．有価証券に関する注記

（１）その他有価証券で時価のあるもの （１）その他有価証券で時価のあるもの

　　　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額 　　　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額

　　及びこれらの差額については、次のとおりであり、評価差額 639,527 千円から 　　及びこれらの差額については、次のとおりであり、評価差額 929,499 千円から

　　繰延税金負債 145,356 千円を差し引いた額 494,171 千円を「その他有価証券 　　繰延税金負債 226,168 千円を差し引いた額 703,331 千円を「その他有価証券

　　評価差額金」として計上している。 　　評価差額金」として計上している。

（単位：千円） （単位：千円）

（２）当年度中に売却したその他有価証券 （２）当年度中に売却したその他有価証券

　　　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりである。 　　　当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりである。

（単位：千円） （単位：千円）

合　　計

貸借対照表計

上額が取得原

価又は償却原

価を超えない

もの

地方債 ▲ 10,740

社 債

受 益 証 券

株 式

金 融 債

社 債

債 券

売却額

合　　計

売却益 売却損

▲ 9,607

小 計 ▲ 77,800

債 券 ▲ 77,800

▲ 57,453

小 計

社 債

国 債

受益証券

株 式

政府保証債

金融債

国 債

地方債

合　　計

種　　類
取得原価又は

償却原価
貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表

計上額が取

得原価又は

償却原価を

超えるもの

債 券

受 益 証 券

株 式

金 融 債

社 債

地 方 債

政 府 保 証 債

債 券

国 債

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超1年以内
1年超

2年以内

有価証券

満期保有

目的の債券

預金

平成28年度 平成27年度

その他有価証券の

うち満期のあるもの

貸出金(注1,2,3)

1年以内5年超

有価証券

満期保有

目的の債券

合　計

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

貯金（注 ）

借 入 金

合　計

1年以内
1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超

預金

うち満期のあるもの

貸出金(注1,2,3)

その他有価証券の

合　計

国 債

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

1年以内
1年超

2年以内

借 入 金

貯金（注 ）

合　計

種　　類
取得原価又は

償却原価
貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表

計上額が取

得原価又は

償却原価を

超えるもの

債 券

国 債

地方債

政府保証債

金融債

社 債

受益証券

株 式

小 計

貸借対照表計

上額が取得原

価又は償却原

価を超えない

もの

債 券 ▲ 89

金融債 ▲ 89

株 式 ▲ 940

小 計 ▲ 1,029

合　　計

売却額 売却益 売却損
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Ⅷ．退職給付に関する注記 Ⅵ．退職給付に関する注記

（１）退職給付に係る注記 （１）退職給付に係る注記

　　①　採用している退職給付制度の概要 　　①　採用している退職給付制度の概要

　　　　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を 　　　　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を

　　　採用している。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてる 　　　採用している。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてる

　　　ため特定退職金共済制度及び確定給付企業年金制度を採用している。 　　　ため特定退職金共済制度及び確定給付企業年金制度を採用している。

　　②　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 　　②　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　　　　期首における退職給付債務 千円 　　　　期首における退職給付債務 千円

　　　　　勤務費用 千円 　　　　　勤務費用 千円

　　　　　利息費用 千円 　　　　　利息費用 千円

　　　　　数理計算上の差異の発生額 ▲97,633 千円 　　　　　数理計算上の差異の発生額 千円

　　　　　退職給付の支払額 ▲411,066 千円 　　　　　退職給付の支払額 ▲328,369 千円

　　　　期末における退職給付債務 千円 　　　　期末における退職給付債務 千円

　　③　年金資産の期首残高と期末残高の調整表 　　③　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　　　　期首における年金資産 千円 　　　　期首における年金資産 千円

　　　　　期待運用収益 千円 　　　　　期待運用収益 千円

　　　　　数理計算上の差異の発生額 千円 　　　　　数理計算上の差異の発生額 千円

　　　　　特定退職共済制度への拠出金 千円 　　　　　特定退職共済制度への拠出金 千円

　　　　　確定給付企業年金制度への拠出金 千円 　　　　　確定給付企業年金制度への拠出金 千円

　　　　　退職給付の支払額 ▲310,114 千円 　　　　　退職給付の支払額 ▲223,897 千円

　　　　期末における年金資産 千円 　　　　期末における年金資産 千円

　　④　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当 　　④　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当

　　　金の調整表 　　　金の調整表

　　　　退職給付債務 千円 　　　　退職給付債務 千円

　　　　年金資産 ▲2,693,641 千円 　　　　年金資産 ▲2,775,460 千円

　　　　　特定退職金共済制度 ▲663,444 千円 　　　　　特定退職金共済制度 ▲627,771 千円

　　　　　確定給付企業年金制度 ▲2,030,197 千円 　　　　　確定給付企業年金制度 ▲2,147,689 千円

　　　　未積立退職給付債務 千円 　　　　未積立退職給付債務 千円

　　　　未認識数理計算上の差異 ▲209,585 千円 　　　　未認識数理計算上の差異 ▲434,338 千円

　　　　貸借対照表計上額純額 千円 　　　　貸借対照表計上額純額 千円

　　　　退職給付引当金 千円 　　　　退職給付引当金 千円

　　⑤　退職給付費用及びその内訳項目の金額 　　⑤　退職給付費用及びその内訳項目の金額

　　　　　勤務費用 千円 　　　　　勤務費用 千円

　　　　　利息費用 千円 　　　　　利息費用 千円

　　　　　期待運用収益 ▲32,496 千円 　　　　　期待運用収益 ▲32,855 千円

　　　　　数理計算上の差異の費用処理額 千円 　　　　　数理計算上の差異の費用処理額 千円

　　　　　　　　　　　合計 千円 　　　　　　　　　　　合計 千円

　　⑥　年金資産の主な内訳 　　⑥　年金資産の主な内訳

　　　　ア　特定退職金共済制度 　　　　ア　特定退職金共済制度

　　　　　　　債券 ％ 　　　　　　　債券 ％

　　　　　　　年金保険投資 ％ 　　　　　　　年金保険投資 ％

　　　　　　　現金及び預金 ％ 　　　　　　　現金及び預金 ％

　　　　　　　その他 ％ 　　　　　　　　　　　合計 ％

　　　　　　　　　　　合計 ％

　　　　イ　確定給付企業年金制度 　　　　イ　確定給付企業年金制度

　　　　　　　一般勘定 ％ 　　　　　　　一般勘定 ％

　　⑦　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 　　⑦　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産 　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産

　　　の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収 　　　の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収

　　　益率を考慮している。 　　　益率を考慮している。

　　⑧　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 　　⑧　割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　割引率 0.00～0.98 ％ 　　　　割引率 0.00～0.60 ％

　　　　長期期待運用収益率 　　　　長期期待運用収益率

　　　　　特定退職金共済制度 ％ 　　　　　特定退職金共済制度 ％

　　　　　確定給付企業年金制度 ％ 　　　　　確定給付企業年金制度 ％

（２）特例業務負担金の将来見込額 （２）特例業務負担金の将来見込額

　　　人件費（福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制 　　　人件費（福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制

　　度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５ 　　度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５

　　７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要す 　　７条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要す

　　る費用に充てるために拠出した特例業務負担金 41,934 千円を含めて計上してい 　　る費用に充てるために拠出した特例業務負担金 42,469 千円を含めて計上してい

　　る。 　　る。

　　　なお、同共済組合より示された平成２９年３月現在における平成４４年３月まで 　　　なお、同共済組合より示された平成２８年３月現在における平成４４年３月まで

　　の特例業務負担金の将来見込額は 557,962 千円となっている。 　　の特例業務負担金の将来見込額は 596,859 千円となっている。

平成28年度 平成27年度
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Ⅶ．税効果会計に関する注記 Ⅶ．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 （１）繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

　　　繰延税金資産 　　　繰延税金資産

　　　　貸倒引当金超過 千円 　　　　貸倒引当金超過 千円

　　　　退職給付引当金 千円 　　　　退職給付引当金 千円

　　　　賞与引当金 千円 　　　　賞与引当金 千円

　　　　役員退職慰労引当金 千円 　　　　役員退職慰労引当金 千円

　　　　固定資産減損損失 千円 　　　　固定資産減損損失 千円

　　　　貸出金未収利息不計上額 千円 　　　　貸出金未収利息不計上額 千円

　　　　未払費用否認額 千円 　　　　未払費用否認額 千円

　　　　未収収益計上額 千円 　　　　未収収益計上額 千円

　　　　未払事業税等 千円 　　　　未払事業税等 千円

　　　　有価証券減損損失 千円 　　　　有価証券減損損失 千円

　　　　その他 千円 　　　　その他 千円

　　　　繰延税金資産　小計 千円 　　　　繰延税金資産　小計 千円

　　　　評価性引当額 ▲221,434 千円 　　　　評価性引当額 ▲231,723 千円

　　　　繰延税金資産　合計 千円 　　　　繰延税金資産　合計 千円

　　　繰延税金負債 　　　繰延税金負債

　　　　その他有価証券評価差額金 ▲145,356 千円 　　　　その他有価証券評価差額金 ▲226,168 千円

　　　　固定資産圧縮積立金 ▲30,605 千円 　　　　固定資産圧縮積立金 ▲30,605 千円

　　　　資産除去債務相当資産 ▲197 千円 　　　　資産除去債務相当資産 ▲216 千円

　　　　繰延税金負債　合計 ▲176,158 千円 　　　　繰延税金負債　合計 ▲256,990 千円

　　　繰延税金資産の純額 千円 　　　繰延税金資産の純額 千円

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因 （２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

　　　　法定実効税率 　　　　法定実効税率

　　　　（調整） 　　　　（調整）

　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目 　　　　　交際費等永久に損金に算入されない項目

　　　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲1.1 　　　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲1.1

　　　　　事業分量配当 ▲4.3 　　　　　事業分量配当 ▲4.0

　　　　　法人税額の特別控除 ▲0.4 　　　　　法人税額の特別控除 ▲0.8

　　　　　その他 　　　　　その他

　　　　　評価性引当額の増 ▲1.0 　　　　　評価性引当額の増

　　　　税効果適用後の法人税等負担率 　　　　税効果適用後の法人税等負担率

（追加情報）

　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第２６号

　平成２８年３月２８日）を当事業年度から適用している。

平成28年度 平成27年度
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■剰余金処分計算書（２期分）

（単位：千円）

（注）１　出資に対する配当の割合は、次のとおりです。

　　　　　　平成28年度　年3.3％　　　平成27年度　年3.0％

　　　２　事業分量配当金の基準は、次のとおりです。

　　　　　　・営農販売　　1,000円につき　　一般　　平成28年度　8円78銭　　　平成27年度　8円78銭

　　　　　　・畜産販売　　1,000円につき　　　　　　平成28年度　3円60銭　　　平成27年度　3円60銭

　　　　　　　※事業分量配当金については、外税扱いとして別途消費税を支払います。

　　　３　目的積立金の種類、積立目的、積立基準、取崩基準、積立目標金額、剰余金処分後積立額は、次のとおりです。

（単位：千円）

　　　４　次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善の費用に充てるための繰越額が含まれています。

　　　　　　平成28年度　40百万円　平成27年度　40百万円

情報ネットワークの普及及び運営に要する費用に充てるため基金
造成を行い、基金の運営果実がその費用を超える状態が相当の期
間継続した場合、相当額を取崩す。

情報ネットワーク基金

経済動向の悪化に伴う債権の貸倒や有価証券の減損、大規模自然
災害、法令改正、会計基準の変更等による多額の損失の発生に備
えて相当額を積立てる。多額の損失等が発生した場合、相当額以
内で取崩す。

リ ス ク 対 策 積 立 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

中長期的に予定する施設取得の資金準備のために積立を行い、取
得した年度において自己資金相当額を取崩す。施 設 投 資 積 立 金

税 効 果 調 整 積 立 金

次 期 繰 越 剰 余 金

事 業 分 量 配 当 金

施 設 投 資 積 立 金

出 資 配 当 金

項　　目
平成28年度 平成27年度

金　　額

当 期 未 処 分 剰 余 金

任 意 積 立 金 取 崩 額

リ ス ク 対 策 積 立 金

剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金

任 意 積 立 金

剰余金処分後
積立額

積立目標額目的、積立基準及び取崩基準種　　類

固定資産圧縮積立金
固定資産を取得し、税務上圧縮記帳する金額を積立て、減価償却
資産に係るものは各事業年度、土地に係るものは処分した年度に
取崩す。

税 効 果 調 整 積 立 金
繰延税金資産（法人税等の前払部分）の剰余金処分を留保するた
めに積立を行い、取崩しは法人税等の前払金額が回収された年度
において回収した金額を取崩す。

記 念 事 業 積 立 金
合併記念等、記念事業に要する費用の資金準備のため積立てを行
い、実施した年度に相当額を取崩す。
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■財務諸表の正確性等にかかる確認

確 認 書

①私は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度のディス

クロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表に関する全ての重要な点におい

て適正に表示されていることを確認しました。

②当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の態勢が整備され、

有効に機能していることを確認しました。

○ 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する態勢が整

備されております。

○ 業務の実施部署から独立した内部監査部署が内部管理体制の適切性・有効性

を検証しております。

○ 重要な事項については理事会等へ適切に附議・報告されております。

平成 年 月 日

豊橋農業協同組合

代 表 理 事 組 合 長

白 井 良 始
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■財務諸表の正確性等にかかる確認

確 認 書

①私は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度のディス

クロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表に関する全ての重要な点におい

て適正に表示されていることを確認しました。

②当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の態勢が整備され、

有効に機能していることを確認しました。

○ 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する態勢が整

備されております。

○ 業務の実施部署から独立した内部監査部署が内部管理体制の適切性・有効性

を検証しております。

○ 重要な事項については理事会等へ適切に附議・報告されております。

平成 年 月 日

豊橋農業協同組合

代 表 理 事 組 合 長

白 井 良 始

■主要な経営指標の推移

（単位：百万円、千口、％、人）

（注）1.当期剰余金は銀行等の当期利益に相当するものです。

　　　2.「単体自己資本比率」は「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成18年金融庁・農水省告

　　　 示第２号）に基づき算出しております。なお、平成24年度は旧基準（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載し

　　　 ています。

　　　3.従来、受託販売に係る取扱高を農業関連の事業収益に含めて表示していましたが、事業収益をより適正に表示するため、

　　　 平成26年度より農業関連の事業収益から除外しております。

■利益及び利益率

（単位：百万円、％）

（注）事業総利益率＝事業総利益÷総資産平均残高×100

　　　総資産経常利益率＝経常利益÷総資産平均残高×100

　　　純資産経常利益率＝経常利益÷純資産勘定平均残高×100

　　　総資産当期剰余金率＝当期剰余金÷総資産平均残高×100

　　　純資産当期剰余金率＝当期剰余金÷純資産勘定平均残高×100

純 資 産 勘 定 平 均 残 高

事 業 総 利 益

経 常 利 益

当 期 剰 余 金

事 業 総 利 益 率

総 資 産 平 均 残 高

平成28年度項　　目

合 計

事 業 収 益

事 業 外 収 益

経 常 収 益

総 資 産 経 常 利 益 率

純 資 産 経 常 利 益 率

総 資 産 当 期 剰 余 金 率

事 業 収 益

事 業 外 収 益

経 常 収 益

事 業 収 益

事 業 外 収 益

経 常 収 益

経 常 収 益

そ の 他

事 業 収 益

事 業 外 収 益

経 常 収 益

農 業 関 連

事 業 収 益

事 業 外 収 益

信 用

共 済

当 期 剰 余 金

総 資 産 額

純 資 産 額

出 資 金 額

純 資 産 当 期 剰 余 金 率

経 常 利 益

出 資 配 当 金

単 体 自 己 資 本 比 率

出 資 口 数

増　　減平成27年度

平成24年度項　　目

貸 出 金

有 価 証 券

貯 金 ・ 定 期 積 金

平成27年度平成28年度 平成26年度 平成25年度

事 業 分 量 配 当 金

職 員 数

▲ 0.23

▲ 0.01
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■信用事業

（単位：百万円、％）

（注）信用事業総利益率＝信用事業総利益÷信用事業資金運用勘定平均残高×100

　　　事業総利益率＝事業総利益÷総資産（債務保証見返除く）平均残高×100

（単位：百万円、％）

（注）総資金利ざや＝資金運用利回りー調達資金利回り

（単位：百万円）

（注）増減額は前年度対比です。

信 用 事 業 総 利 益

信 用 事 業 総 利 益 率

事 業 総 利 益

事 業 総 利 益 率

増　　減

資 金 運 用 収 支

資 金 運 用 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 支

役 務 取 引 等 収 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 事 業 直 接 収 支

そ の 他 事 業 直 接 収 益

項　　目 平成28年度 平成27年度

そ の 他 事 業 直 接 費 用

そ の 他 経 常 収 支

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 経 常 費 用

▲ 68

▲ 7

▲ 7

▲ 49

▲ 0.03

▲ 0.24

平成28年度 平成27年度

平均残高 利　　息 利回り

資 金 運 用 勘 定

う ち 預 金

う ち 貸 出 金

う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定 （ 調 達 利 息 ）

う ち 貯 金 ・ 定 期 積 金 利 息

う ち 譲 渡 性 貯 金 利 息

う ち 借 入 金 利 息

項　　目
平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

資 金 調 達 勘 定

うち貯金・定期積金

うち譲渡性貯金

う ち 有 価 証 券 利 息

う ち 借 入 金

資 金 運 用 収 支

総 資 金 利 ざ や

う ち 貸 出 金 利 息

項　　目

差 し 引 き ▲ 15

平成27年度増減額

▲ 56

▲ 21

▲ 3

平成28年度増減額

▲ 54

▲ 14

▲ 1

資 金 運 用 勘 定 （ 運 用 利 息 ）

う ち 預 金 利 息

信用事業総利益の内訳と信用事業総利益率

資金運用収支の内訳と利ざや

資金運用収支の増減
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円、％）

（注）1.当座性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋別蓄貯金＋通知貯金

　　　2.定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

　　　3.その他貯金＝別段貯金＋納税準備貯金＋出資予約貯金

　　　4.(     )内は構成比です。

（単位：百万円、％）

（注）1.固定金利定期貯金は、預け入れ時に満期日までの利率が確定する定期貯金です。

　　　  変動金利定期貯金は、預け入れ期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金です。

　　　2.(     )内は構成比です。

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 の 役 務 取 引 等 収 益

役 務 取 引 等 費 用

受 入 為 替 手 数 料 ▲ 1

そ の 他 受 入 手 数 料

そ の 他 の 役 務 取 引 等 費 用

支 払 為 替 手 数 料

そ の 他 支 払 手 数 料

合 計

定 期 性 貯 金

う ち 国 債 等 債 券 償 還 損

そ の 他 事 業 直 接 費 用

役 務 取 引 等 収 支

う ち 国 債 等 債 券 売 却 額 ▲ 26

う ち 国 債 等 債 券 償 還 益

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

そ の 他 事 業 直 接 収 益 ▲ 7

そ の 他 事 業 直 接 収 支 ▲ 7

う ち 国 債 等 債 券 売 却 損

譲 渡 性 貯 金

そ の 他 貯 金

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

当 座 性 貯 金

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

固 定 金 利 定 期 貯 金

定 期 貯 金 計

変 動 金 利 定 期 貯 金 ▲ 3

役務取引等収支の内訳

その他事業直接収支の内訳

貯 金

貯金平均残高

固定金利・変動金利別定期貯金残高
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（単位：百万円、％）

（注）(     )内は構成比です。

（単位：百万円、％）

（注）(     )内は構成比です。

（単位：百万円）

（注）物的担保の動産は、その他の担保に含めています。

　該当する取引はありません。

（単位：百万円、％）

（注）(     )内は構成比です。

▲ 74当 座 貸 越

証 書 貸 付 ▲ 665

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

手 形 貸 付 ▲ 301

▲ 1,402

金 融 機 関 貸 付 ▲ 362

割 引 手 形

合 計

▲ 1,445

変 動 金 利 貸 出 ▲ 506

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

固 定 金 利 貸 出 ▲ 938

合 計

有 価 証 券 担 保

増　　減

物 的 担 保 ▲ 1,813

当 組 合 貯 金 ・ 定 期 積 金 担 保 ▲ 39

項　　目 平成28年度 平成27年度

信 用 保 証 セ ン タ ー 保 証

農 業 信 用 基 金 協 会 保 証

不 動 産 担 保 ▲ 1,727

そ の 他 の 担 保 ▲ 47

合 計 ▲ 1,445

そ の 他 の 保 証

信 用 ▲ 329

▲ 420

合 計 ▲ 1,445

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

設 備 資 金 ▲ 1,024

運 転 資 金

貸出金等

貸出種類別平均残高

固定金利・変動金利別貸出金残高

貸出金の担保別残高

債務保証見返額の担保別残高

貸出金の使途別残高
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（単位：百万円、％）

（注）(     )内は構成比です。

①　営農類型別 （単位：百万円）

（注）1.農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資金や、農産物の

　　　  生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。

　　　2.「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確でない者、農業所得が従となる農業者等が含まれています。

　　　3.「農業関係団体等」には、当ＪＡ子会社等が含まれています。

②　資金種類別

【貸出金】 （単位：百万円）

（注）1.プロパー資金とは、当ＪＡ原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。

　　　2.農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等を行うことでＪ

　　　  Ａが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としていま

　　　  す。

　　　3.その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）等が該当します。

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

農 業 ・ 林 業

地 方 公 共 団 体 ▲ 18

卸 売 ・ 小 売 ・ サ ー ビ ス 業 ・ 飲 食 業

そ の 他 ▲ 1,551

非 営 利 法 人

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

農 業

合 計 ▲ 1,445

平成27年度 増　　減

プ ロ パ ー 資 金

合 計

農 業 関 連 団 体 等 ▲ 11

水 産 業

合 計

そ の 他 制 度 資 金

農 業 近 代 化 資 金 ▲ 37

農 業 制 度 資 金

項　　目 平成28年度

鉱 業

製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 水 道 業

建 築 ・ 不 動 産 業 ▲ 3

金 融 ・ 保 険 業 ▲ 362

運 輸 ・ 通 信 業

▲ 30

工 芸 作 物 ▲ 10

穀 作

野 菜 ・ 園 芸

果 樹 ・ 樹 園 農 業

そ の 他 農 業 ▲ 122

養 豚 ・ 肉 牛 ・ 酪 農

養 鶏 ・ 養 卵

養 蚕

貸出金業種別残高

主要な農業関係の貸出金残高
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（単位：百万円）

（注）1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

　　　  弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

　　　  上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）の第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる

　　　  事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。

　　　2.延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、上記1および債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の

　　　  支払を猶予したもの以外の貸出金です。

　　　3.3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金です。（上記1およ

　　　  び2の貸出金を除きます。）

　　　4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

　　　  猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金です。（上記1、2、3の貸出金を除きます。）

　　　5.リスク管理債権については、担保・保証及び貸倒引当金によって保全されています。

（単位：百万円）

（注）1.債権額は、貸出金・信用未収利息・信用仮払金等、信用事業与信額（要管理債権は貸出金のみ）を対象として開示してい

　　　　ます。

　　　2.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対

　　　　する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　3.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本

　　　　の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権です。

　　　4.要管理債権とは、3ヵ月以上延滞貸出債権（2及び3に該当する債権を除く。）及び貸出条件緩和債権（2及び3に該当す

　　　　る債権や3ヵ月以上延滞債権を除く。）です。

　　　5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題ないものとして、2から4に掲げる債権以外のものに区分され

　　　　る債権です。

　　　6.引当とは、個別貸倒引当金、要管理債権に対して貸倒実績率等に基づき計上した一般貸倒引当金の合計額です。

　該当はありません。

（単位：％）

（注）貯貸率とは、貸出金の貯金に対する比率のことです。

（単位：百万円）

（注）貸倒引当金には、信用事業以外に係る貸倒引当金を含んでいます。

▲ 265

▲ 29

増　　減

破 綻 先 債 権 ▲ 1

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権

延 滞 債 権

項　　目 平成28年度 平成27年度

合 計 ▲ 295

貸 出 条 件 緩 和 債 権

合　計引　当保　証担　保
債　権　区　分 債　権　額

保　全　額

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権

正 常 債 権

小 計

要 管 理 債 権

期 末 ▲ 2.09

期 中 平 均 ▲ 1.51

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

合 計

期首残高 期末残高 純増額

平成27年度

一 般 貸 倒 引 当 金 ▲ 5 ▲ 2

区　　分
平成28年度

期首残高 期末残高 純増額

合 計 ▲ 20

個 別 貸 倒 引 当 金 ▲ 14

リスク管理債権残高

金融再生法開示債権の保全状況について

元本補てん契約のある信託にかかる貸出金のリスク管理債権の状況

貯貸率

貸倒引当金の増減額
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

　該当する取引はありません。

平成28年度 （単位：百万円）

平成27年度 （単位：百万円）

貸 出 金 償 却 額

項　　目 平成28年度

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

平成27年度 増　　減

国 債 ▲ 1,503

短期社債

金 融 債

政府保証債

地 方 債

国 債

年 以 下
種　　類

年 超

金 融 債 ▲ 420

短 期 社 債

地 方 債

政 府 保 証 債

そ の 他 ▲ 53

合 計 ▲ 1,159

社 債 ▲ 533

株 式 ▲ 15

期間の定め

のないもの
年 以 下 年 超 合 計

年 以 下

年 超 年 超

年 以 下

年 超

年 以 下

社 債

株 式

そ の 他

合 計

合 計
年 以 下 年 以 下 年 以 下 年 以 下 のないもの

国 債

種　　類 年 以 下
年 超 年 超 年 超 年 超

年 超
期間の定め

地 方 債

政府保証債

金 融 債

短期社債

株 式

社 債

そ の 他

合 計

貸出金償却額

有価証券

有価証券平均残高

商品有価証券種類別平均残高

有価証券の残存期間別残高
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（単位：％）

（注）貯証率とは、有価証券の貯金に対する比率のことです。

（単位：百万円）

（注）1.有価証券の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

　　　2.取得価額は、取得価額又は償却原価によっております。

　　　3.満期保有目的有価証券については、取得価額を貸借対照表価額として計上しております。

　　　4.その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としております。

　　　5.デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引については、該当する取引はありませ

　　　　ん。

（単位：千件、百万円）

項　　目 平成28年度 平成27年度 増　　減

区　　分
平成28年度 平成27年度

送 金 ・ 振 込 為 替

種　　類

件 数

満 期 保 有 目 的

取得価額 時　価 評価損益 取得価額 時　価 評価損益

期 末 ▲ 1.14

期 中 平 均 ▲ 0.93

売 買 目 的

有 価 証 券

そ の 他

平成27年度平成28年度

仕　向 被仕向

金 銭 の 信 託

金 額

仕　向 被仕向

金 額
代 金 取 立 為 替

雑 為 替

合 計
件 数

金 額

件 数

金 額

件 数

貯証率

有価証券等の時価情報

内国為替

内国為替取扱実績
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■共済事業

（単位：百万円）

（注）保障金額は、医療共済は死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含む。）を、介護共済は一時払介護共済の死亡給付金

　　　額を表示しています。

（単位：百万円）

（注）保障金額は、医療共済・定期医療共済は死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含む。）、がん共済はがん死亡共済金

　　　額、介護共済は一時払介護共済の死亡給付金額、年次共済は付加された定期特約金額を表示しています。

（単位：万円）

（単位：万円）

建 物 更 生 共 済

合 計

保障金額 満期・終身金額 保障金額

平成27年度平成28年度

生
命
総
合
共
済

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済

養 老 生 命 共 済

う ち こ ど も 共 済

医 療 共 済

介 護 共 済

建 物 更 生 共 済

合 計

種　　類
満期・終身金額

介 護 共 済

平成27年度

満期・終身金額 保障金額 満期・終身金額 保障金額
種　　類

平成28年度

生
命
総
合
共
済

終 身 共 済

定 期 生 命 共 済

養 老 生 命 共 済

う ち こ ど も 共 済

新契約高 保有契約高

平成28年度 平成27年度

医 療 共 済

年 金 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済

種　　類
新契約高 保有契約高

介 護 共 済

種　　類
平成28年度 平成27年度

新契約高 保有契約高 新契約高 保有契約高

医 療 共 済

が ん 共 済

定 期 医 療 共 済

合 計

長期共済新契約高

長期共済保有契約高

医療系共済の入院共済金額

介護共済の介護共済金額
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（単位：百万円）

（注）利率変動型年金は最低保証年金額を表示しています。

（単位：百万円）

（注）金額は保障金額です。ただし、自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額のみを表示しています。

（単位：人）

（注）共済契約者数・被共済者数は、ＪＡ単位で名寄せ集計（漢字氏名および生年月日）した人数を表示していますが、各共済種

　　　類の実績は共済種類ごとに名寄せ集計していることから、共済契約者数において表示している総数と、共済種類ごとに合算

　　　した人数とは一致しません。

種　　類
平成28年度 平成27年度

新契約高 保有契約高 新契約高 保有契約高

新規契約者・ 新規契約者・

被共済者数 被共済者数

年 金 開 始 前

年 金 開 始 後

種　　類
平成28年度 平成27年度

金額 掛金 金額 掛金

合 計

団 体 定 期 生 命 共 済

火 災 共 済

自 動 車 共 済

傷 害 共 済

定 額 定 期 生 命 共 済

賠 償 責 任 共 済

合 計

自 賠 責 共 済

保有契約者・

被共済者数

平成27年度平成28年度

保有契約者・

被共済者数

被共済者数

共済契約者数

生 命 共 済

年 金 共 済

建物更生 共済

種　　類

生 命 共 済

年 金 共 済

自 動 車 共 済

総 数

年金共済の年金年額

短期共済新契約高

共済契約者数および被共済者数
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■農業関連事業

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）「その他」は産直品及び工芸作物の取扱実績を計上しています。

（単位：百万円）

種　　類
平成28年度 平成27年度

供給高 手数料 供給高 手数料

野 菜

飼 料

肥 料

農 機 具

畜 産

農 薬

種　　類
平成28年度 平成27年度

販売高 手数料 販売高 手数料

園 芸

種 苗

重 油

合 計

果 実

米

麦 ・ 豆 ・ 雑 穀

花 き ・ 花 木

畜 産 物

林 産 物

そ の 他

計

合 計

種　　類 平成28年度 平成27年度

費
用

保 管 材 料 費

保 管 労 務 費

収
益

保 管 料

荷 役 料

そ の 他

計

そ の 他 の 費 用

購買品（生産資材）取扱実績

販売品取扱実績

保管事業取扱実績
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■利用事業

（単位：百万円）

■生活その他事業

（単位：百万円）

■指導事業

（単位：百万円）

そ の 他

種　　類

ラ イ ス セ ン タ ー

総 合 集 出 荷 場

育 苗 セ ン タ ー

事業収益 事業費用 事業収益 事業費用

平成28年度 平成27年度

農 作 業 受 委 託

白 米 事 業

予 冷 セ ン タ ー

ト マ ト 選 果 場

い ち ご 育 苗 施 設

み か ん 選 果 場

な す 選 果 場

野 菜 育 苗 セ ン タ ー

花 き 集 出 荷 場

簡 易 郵 便 局

葬 祭 セ ン タ ー

種　　類
平成28年度 平成27年度

供給高 手数料 供給高 手数料

合 計

そ の 他

主 食

生 活 用 品 ・ 設 備

電 化 製 品 ・ 耐 久 資 材

自 動 車

Ｌ Ｐ ガ ス ・ 器 具

店 舗 購 買 品

組 織 育 成 費

合 計

項　　目 平成28年度 平成27年度

計

計

支
出

営 農 改 善 費

生 活 文 化 改 善 費

収
入

指 導 補 助 金

指 導 実 費 収 入

指 導 雑 収 入

教 育 情 報 費

購買品（生活物資）取扱実績

指導事業
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■自己資本の充実の状況

（単位：百万円、％）

（注）1.「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。

　　　2.当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資担保の適用にあっては信用リスク削減手法の簡便手法を、オペ

　　　　レーショナル・リスク相当額の算出にあっては基礎的手法を採用しています。

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

リスク・アセット等の額の合計額　（ニ）

自己資本比率

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額

うち、上記以外に該当するものの額

うち、前払年金費用

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ▲ 7,523 ▲ 11,632

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに
係るものを除く。）

うち、繰延税金資産

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ▲ 7,518 ▲ 11,626

自己資本の額（（イ）－（ロ））　（ハ）

リスク・アセット等

コア資本に係る調整項目の額　（ロ）

自己資本

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15％基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る10％基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

コア資本に係る調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額　（イ）

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額
に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額
のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

うち、上記以外に該当するものの額 ▲ 3 ▲ 7

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（▲）

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

よる不算入額

コア資本に係る基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

項　　目

平成28年度 平成27年度

経過措置に 経過措置に

よる不算入額

自己資本の構成に関する事項
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①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：百万円）

オペレーショナル・リスク
相当額を8％で除して得た額

所要自己
資本額

b=a×4%

所要自己資本額計

リスク・アセット等
（分母）計

所要自己
資本額

b=a×4%

リスク・アセット等
（分母）計

所要自己
資本額

b=a×4%

オペレーショナル・リスクに
対する所要自己資本の額

＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク
相当額を8％で除して得た額

所要自己
資本額

b=a×4%

▲ 7,518

信用リスク・アセット額の合計額

証 券 化

経 過 措 置 に よ り
リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額 に
算 入 、 不 算 入 と な る も の

上 記 以 外

標 準 的 手 法 を 適 用 す る
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 別 計

Ｃ Ｖ Ａ リ ス ク 相 当 額 ÷ ％

中 央 生 産 期 間 関 連
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

三 月 以 上 延 滞 等

信 用 保 証 協 会 等 保 証 付

共 済 約 款 貸 付

出 資 等

他 の 金 融 機 関 等 の
対 象 資 本 調 達 手 段

特 定 項 目 の う ち 調 整 項 目
に 算 入 さ れ な い も の

地 方 三 公 社 向 け

金 融 機 関 及 び 第 一 種 金 融
商 品 取 引 業 者 向 け

法 人 等 向 け

中小企業等向け及び個人向け

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け

リスク・
アセット額

所要自己資本額
b=a×4%

我 が 国 の 中 央 政 府
及 び 中 央 銀 行 向 け

我が国の地方公共団体向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

信用リスク・アセット

平成28年度 平成27年度

エクスポー
ジャーの
期末残高

▲ 301 ▲ 11,626 ▲ 465

複数の 資産 を裏 付と する 資産
（所謂ファンド）のうち、個々
の 資 産 の 把 握 が 困 難 な 資 産

リスク・
アセット額

所要自己資本額
b=a×4%

エクスポー
ジャーの
期末残高

自己資本の充実度に関する事項
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（注）1.「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに

　　　　記載しています。

　　　2.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や

　　　　有価証券等が該当します。

　　　3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポー

　　　　ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％

　　　　になったエクスポージャーのことです。

　　　4.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

　　　5.「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

　　　6.「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャ

　　　　－に階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

　　　7.「経過措置によりリスク・アセットの額の算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資

　　　　本に係る調整項目（無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等）および土地再評価差額金に係る経過措置により、リ

　　　　スク・アセットに算入したもの、不算入したものが該当します。

　　　8.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向

　　　　け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削

　　　　減手法として用いる保証またはクレジットデリバディブの免責額が含まれます。

　　　9.当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

①標準的手法に関する事項

　　当ＪＡでは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は公示に定める標準的手法により算出してい

　ます。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次の

　とおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付のみ使用し、非依頼

　　格付は使用しないこととしています。

（イ）リスク・ウエイトの判定にあたり使用する適格格付機関の格付またはカントリーリスク・スコアは、主に以

　　下のとおりです。

カントリーリスク・スコア適格格付機関

　÷８％

＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

適　　格　　格　　付　　機　　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

エクスポージャー

 法人等向けエクスポージャー（長期）

 法人等向けエクスポージャー（短期）

 金融機関向けエクスポージャー  日本貿易保険

 R&I、Moody's、JCR、S&P、Fitch

 R&I、Moody's、JCR、S&P、Fitch

信用リスクに関する事項
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②信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以上延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：百万円）

（注）1.信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並

　　　　びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　2.「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを含んで

　　　　います。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行する契約のことを

　　　　いいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

　　　3.「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。

　　　　ます。

　　　5.「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

③貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：百万円）

期中減少額

目的使用 その他

期末
残高

期首
残高

期中
増加額

期中減少額 期末
残高目的使用 その他

個 別 貸 倒 引 当 金

一 般 貸 倒 引 当 金

残 存 期 間 別 残 高 計

区　　分

平成28年度 平成27年度

期首
残高

期中
増加額

期限の定めのないもの

年 以 下

年 超 年 以 下

年 超 年 以 下

年 超 年 以 下

年 超 年 以 下

年 超

業 種 別 残 高 計

農 業

林 業

水 産 業

製 造 業

鉱 業

建設・不動産業

日本国政府・
地方公共団体

上 記 以 外

法
　
　
　
　
人

個　　　　　人

そ　　の　　他

う ち
店頭デリ
バティブ

三月以上延
滞 エ ク ス
ポージャー

国 内

信用リスク
に関するエ
クスポージ
ャーの残高

信用リスク
に関するエ
クスポージ
ャーの残高

う ち
貸出金等

う ち
貸出金等

う ち
債 券

う ち
債 券

平成２７年度平成２8年度

金融・保険業

卸売・小売・
飲食・ｻｰﾋﾞｽ業

電気・ガス・
熱供給・水道業

運輸・通信業

国 外

地 域 別 残 高 計

三月以上延
滞 エ ク ス
ポージャー

う ち
店頭デリ
バティブ
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④業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

（単位：百万円）

⑤信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高

（単位：百万円）

（注）1.信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並

　　　　びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　2.「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャーのリ

　　　　スク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用していま

　　　　す。

　　　3.経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによって集計していま

　　　　す。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

　　　4.1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、

　　　　重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイトに1250％を適用したエクスポージャーがあります。

林 業

法
　
　
　
　
人

金 融 ・ 保 険 業

卸 売 ・ 小 売 ・
飲 食 ・ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 業

上 記 以 外

リスク・ウエイト ３５％

個 人

業 種 別 計

平成28年度

水 産 業

製 造 業

鉱 業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

建 設 ・ 不 動 産 業

運 輸 ・ 通 信 業

区　　分

農 業

期中減少額 期末
残高

貸出金
償却目的使用 その他

平成27年度

期首
残高

期中
増加

期中減少額

目的使用 その他

期末
残高

貸出金
償却

期首
残高

期中
増加

格付
あり

格付
なし

計

リスク・ウエイト ２％

リスク・ウエイト ４％

リスク・ウエイト １０％

リスク・ウエイト ２０％

格付
あり

格付
なし

計

平成28年度 平成27年度

リスク・ウエイト1250％

自己資本控除額

そ の 他

信 用 リ ス ク 削 減 効 果
勘 案 後 残 高

リスク・ウエイト ５０％

リスク・ウエイト ７５％

リスク・ウエイト １００％

リスク・ウエイト １５０％

リスク・ウエイト ２００％

リスク・ウエイト ２５０％

リスク・ウエイト ０％

計
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①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポ

　－ジャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエ

　イトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法

　です。

　　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

　　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用してい

　ます。

　　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相手

　のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資

　産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国の地方公

　共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び

　金融機関または証券会社、これら以外の主体で長期格付がA-またはA3以上の格付を付与しているものを適格保

　証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイ

　トに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。

　　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事

　由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同

　一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができるこ

　と、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、

　監視及び管理されていること、の条件のすべてを満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後

　の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　　担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。

　なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：百万円）

（注）1.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・

　　　　国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

　　　2.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテク

　　　　ションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由

　　　　（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいい

　　　　ます。

合 計

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け

三 月 以 上 延 滞 等

証 券 化

中 央 清 算 機 関 関 連

上 記 以 外

中小企業等向け及び個人向け

保　　証
クレジット・
デリバティブ

平成28年度 平成27年度

適格金融
資産担保

保　　証
クレジット・
デリバティブ

区　　分 適格金融
資産担保

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け

我 が 国の政府 関係 機関 向け

地 方 三 公 社 向 け

金 融 機 関 向 け 及 び 第 一
金 融 商 品 取 引 業 者 向 け

法 人 等 向 け

信用リスク削減手法に関する事項
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①派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　　該当する取引はありません。

②派生商品取引及び長期決済期間取引の内訳

　　該当する取引はありません。

③与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブ

　　該当する取引はありません。

　　該当する取引はありません。

①出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株

　式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社及び関連会社株式、②その

　他有価証券、③系統及び系統外出資に区分して管理しています。

　　①子会社及び関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的運営を

　目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎月定期的な

　連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。

　　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握及びコン

　トロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況や

　ＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

　日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定

　された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引について

　はリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告し

　ています。

　　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通じた

　連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社及び関連会社につい

　ては、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については時価評価を

　行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上してい

　ます。③系統及び系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定

　しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。

②出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表額の合計額です。

③出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

平成28年度 平成27年度

非 上 場

合 計

売却益 売却損 償却額

平成28年度 平成27年度

売却益

上 場

売却損 償却額

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

証券化エクスポージャーに関する事項

出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項
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④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額

　（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

⑤貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

　（子会社・関連会社株式の評価損益等）

　　該当する取引はありません。

①金利リスクの算定方法の概要

　　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中

　で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

　　当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量算出要領」に、またリスク情報の管

　理・報告にかかる事項を「余裕金等運用にかかるリスク管理手続規程」に定め、適切なリスクコントロールに努

　めています。具体的な金利リスクの算定方法、管理方法は以下のとおりです。

　　・市場金利が上下に２％変動した時（ただし０％を下限）に発生する経済価値の変価額（低下額）を金利リス

　　　ク量として毎月算出しています。

　　・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出される要求払

　　　貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、①過去５年の最低

　　　残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の

　　　額を上限とし、０～５年の期間に均等に振り分けて（平均残存２．５年）リスクを算定しています。

　　・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。

　　　　　　　金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（▲）

　　算出した金利リスク量は毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとにＡＬＭ委員会及び理事会に報告して承

　認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、四半期ごとに運用方針を策定しています。

②金利ショックに対する損益・経済価値の増減額

（単位：百万円）

平成27年度

評価益 評価損

平成28年度

評価益 評価損

平成28年度 平成27年度

金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 ▲ 240 ▲ 841

金利リスクに関する事項
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普 及 課 　　　〃

共 済 事 務 課 　　　〃

査 定 課 　　　〃

本 店 内

金 融 課 　　　〃

融 資 審 査 課 　　　〃

推 進 企 画 課 　　　〃

資 金 運 用 課 　　　〃

（ 生 活 購 買 ） 　　　〃

農 機 課 　　　〃

自 動 車 課 　　　〃

生 活 燃 料 課 　　　〃

（ Ｌ Ｐ ガ ス ） 　　　〃

畜 産 課 　　　〃

店 舗 産 直 課 　　　〃

農 産 課 　　　〃

営 農 資 材 課 　　　〃

営 農 指 導 課 　　　〃

青 果 販 売 課 　　　〃

総 務 課 　　　〃

人 事 課 　　　〃

（ 相 談 ） 　　　〃

（ 広 報 ） 　　　〃

組 合 員 課 　　　〃

（ 生 活 指 導 ） 　　　〃

企 画 課 　　　〃

経 理 課 　　　〃

リ ス ク 管 理 課 　　　〃

経 営 支 援 課 　　　〃

西 部 ラ イ ス セ ン タ ー 牟呂町字東明治川添26

事 業 所
第 三 事 業 所 老津町字西高縄51

南 部 ラ イ ス セ ン タ ー 寺沢町字深沢47-1

第 五 事 業 所 牟呂町字東明治川添89

第 六 事 業 所 石巻本町字太夫橋1-2

電話番号

第 一 事 業 所 細谷町字井ノ上117-1

第 二 事 業 所 伊古部町字東荒子183-1

代 表 野依町字西川5

　　　〃監 査 室

種　別 名　称 住　所

第 四 事 業 所 野依町字南丸山317-1

ライスセンター

その他の施設一覧
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い な み 給 油 所 小島町字小舟111

産 直 プ ラ ザ 福 岡 鴨田町44

種　別 名　称

グリーンセンター磯辺 中野町字野中40

フルーツショップゆめ彩館 石巻本町字中田44-1

住　所

ジ ョ イ フ ル 杉 山 店 杉山町字谷下145-1

産 直 プ ラ ザ 石 巻 石巻本町字東野14-4

産 直 プ ラ ザ 二 川 雲谷町字ハシヅメ3-78

購 買 店 舗 産 直 プ ラ ザ 岩 田 中岩田二丁目7-3

植 田 ア グ リ セ ン タ ー 植田町字車塚1

産 直 プ ラ ザ 吉 田 方 菰口町六丁目30

物 流 セ ン タ ー 野依町字西川5

飼 料 倉 庫 野依町字西川5

その他営農施設

果 樹 等 総 合 集 出 荷 場 石巻本町字太夫橋1-2

土 壌 診 断 室 野依町字西川5

選 果 場

大 村 出 荷 場 大村町字仲田38

ト マ ト 選 果 場 野依町字南丸山340-2

予 冷 セ ン タ ー 野依町字南丸山327-1

集 出 荷 場
花 き 集 出 荷 場 野依町字南丸山337

野 菜 集 出 荷 場 野依町字南丸山457-1

農 業 倉 庫 神 野 新 田 低 温 倉 庫 神野新田町字イノ割1

い ち ご 育 苗 施 設 石巻本町字茶ノ木80

野 依 低 温 倉 庫 野依町字西川5

育苗セン ター

明 治 低 温 倉 庫 牟呂町字東明治川添26

水 稲 育 苗 セ ン タ ー 神野新田町字ソノ割28

明 治 農 業 倉 庫 牟呂町字東明治川添26

寺 沢 農 業 倉 庫 寺沢町字深沢52

高 根 給 油 所 西七根町字北浜辺94-2

給 油 所

西赤沢町字堂田391-1

野依町字西川5

な す 選 果 場

み か ん 選 果 場

大 崎 給 油 所 大崎町字北出口58-1

電話番号

老津町字西高縄1

大 村 給 油 所 大村町字仲田41-2

野 依 給 油 所 野依町字花ノ木126-1

牟 呂 給 油 所 牟呂公文町16-1

石 巻 給 油 所 石巻本町字中田48-1

開 発 相 談 セ ン タ ー 牟呂公文町12-1

子 会 社 等
㈱ジェイエイ東三河ジーピーセンター 西幸町字笠松111

開発相談センター東田 東郷町8そ の 他

西 部 農 機 セ ン タ ー

㈱ＪＡあぐりパーク食彩村 東七根町字一の沢113

牟呂町字東明治川添89

前 芝 給 油 所 前芝町字堤上121-1

豊 南 給 油 所
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大津支店

JA豊橋
施設マップ

豊南給油所

万場調整池

ジョイフル杉山店
第三事業所
なす選果場

大崎給油所

植田アグリセンター 高師原支店

北支店

石巻支店
産直プラザ石巻

大村支店
大村給油所
大村出荷場

津田支店

東田支店
開発相談センター東田

岩田支店
産直プラザ岩田

岩田運動公園

豊橋市役所

愛知大学
アイプラザ豊橋

ライフポートとよはし

市民病院

総合体育館

豊橋技術科学大学

豊橋動植物公園
自然史博物館

豊橋創造大学

いなみ支店

セルフいなみ

南部ライスセンター

高根給油所

太　平　洋

高豊支店

第二事業所

第四事業所
予冷センター
トマト選果場
花き集出荷場
野菜集出荷場

あぐりパーク食彩村

第一事業所

前芝支店
セルフ前芝

吉田方支店
産直プラザ吉田方

西支店
開発相談センター
牟呂給油所第五事業所

西部ライスセンター
福岡支店
産直プラザ福岡

磯辺支店
グリーンセンター磯辺

二川支店
産直プラザ二川

豊橋農協本店
中央支店
野依給油所

第六事業所
総合集出荷場

フルーツショップゆめ彩館
セルフ石巻

JR飯田線

名鉄本線
JR東海道本線JR東海道新幹線

豊橋鉄道 渥美線

とよがわ

三
　
河
　
湾

Ｎ

23

23

259

1

1

151

東名高速
道路

42

豊川I.C.

豊
橋
駅
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http://www.ja-toyohashi.com

〒441-8124 愛知県豊橋市野依町字西川5番地
TEL：0532-25-3551　FAX：0532-25-9224


